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1 総説 -

　大和川中上流域で水害が発生しやすい原因として、
亀の瀬下流で大和川の流下能力が高くない（高められ
ない）ことにより、中上流域での河川改修で流下能力
を高めることが難しいことなど、上下流問題が存在す
ることを記述すべき。
「河道掘削等の河川整備等をより加速する」とある
が、上記のような制約がある中で河道掘削により中上
流域で流下能力を高めるのには限界がある。そのた
め、流域治水により流域全体で多層的な水災害対策に
取り組む必要がある、という書きぶりのほうが実情に
即しているため、書きぶりを検討してほしい。

　当面、亀の瀬狭窄部の開削は行えない状況であるこ
とを踏まえ、下流部への負荷を増大させずに河川改修
を進める旨を追記しました。

　総説

　このため、遊水地や河道掘削等の河
川整備をより一層加速するとともに、
大和川流域のあらゆる関係者の協働に
より、流域全体で総合的かつ多層的な
水災害対策「流域治水」の考え方に基
づく取組を実践していくことが重要で
ある。

　総説

　このため、大和川中上流域の治水安
全度の向上においては、当面、狭窄部
の開削は行えない状況であることを踏
まえ、下流部への負荷を増大させずに
上下流バランスを図りながら、遊水地
や河道掘削等の河川整備をより一層加
速するとともに、大和川流域のあらゆ
る関係者の協働により、流域全体で総
合的かつ多層的な水災害対策「流域治
水」の考え方に基づく取組を実践して
いくことが重要である。

2 目次 -

　流域治水では林野の関係者も協働で洪水流出の軽減
に取り組む必要がる。森林の適切な管理と保全は必須
であろう。これによって雨水の早期流出や斜面崩壊な
どによる流木や土砂の流出の防止・軽減を図る必要が
ある。このようなことを明示した章が見当たらない。
新たな章を設けて林野分野の流域治水の取り組みを記
述してほしい。記述してある場合は章なり節をたてて
記述願いたい。40頁に「保水・遊水機能を有する山
林・緑地・農地の保全や開発抑制などの協力要請を積
極的に実施し」とあるが、流域治水の根本に帰り、各
部署で責任を持って取り組んでもらうような書きぶり
が必要なのではないか。さもなければ流域治水と言い
ながらこれまでと全く変わらないのではないか。検討
してほしい。

　令和3年12月24日に大和川水系大和川等が特定都市
河川の指定を受け、河川管理者や流域の市町村に加え
て、林野庁等、大和川流域のあらゆる関係者が参画し
た『大和川流域水害対策協議会』を令和4年1月12日に
設立しました。林野分野とも連携を図りながら流域一
体で総合的かつ多層的な浸水被害対策を講じて参りま
す。
　また、林野分野の流域治水の取り組みについては、
「なら水循環ビジョン」に森林の保水機能の維持・回
復や都市・農村における保水力向上と具体的な取り組
みが掲げられており、これらの取り組みとも連携を
図って参ります。

　第7章　第4節　既存の防災調整池等
や保水・遊水機能を有する土地の保全

　雨水の一時的な保水・遊水機能を有
する山林・緑地・農地の保全や開発抑
制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。なお、
取組にあたっては、奈良県が策定して
いる「なら水循環ビジョン」とも連携
しながら、流域全体の保水力の向上を
図る。

　第7章　第4節　既存の防災調整池等
や保水・遊水機能を有する土地の保全

　雨水の一時的な保水・遊水機能を有
する山林・緑地・農地の保全や開発抑
制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。なお、
取組にあたっては、奈良県が策定して
いる「なら水循環ビジョン」とも連携
しながら、森林の保水機能の維持・回
復を図るなど、流域全体の保水力の向
上を促進する。

3
第1章
第1節
第1項

1

　「中上流域では、降った雨が山に貯まることなく、
奈良盆地の低平地を流れ」とあるが、本当か。日本語
の文章そのものの意味がおかしいが、内容が事実かど
うかもよくわからない。山に貯まらないならばその物
理的な根拠を示し、どの程度貯まりにくいのか定量的
に示してほしい。参考文献を上げるだけでもよい。

　「降った雨が山に貯まることなく」について、定量
的な根拠がないため、削除しました。

　第1章　第1節　第1項　大和川特定
都市河川流域の概要

　特に、中上流域では、降った雨が山
に貯まることなく、奈良盆地の低平地
を流れ、亀の瀬狭窄部に向けて156本
の川が放射状に１本に集まるなど、水
害が発生しやすい特性を有している。

　第1章　第1節　第1項　大和川特定
都市河川流域の概要

　特に、山地から亀の瀬狭窄部までの
中上流域では奈良盆地の低平地を流
れ、亀の瀬狭窄部に向けて156本の川
が放射状に１本に集まるなど、水害が
発生しやすい特性を有している。

4
第1章
第1節
第1項

4

　図1-4に（図1-1のように）河川と河川名を記入する
こと。

　河川と河川名を追記しました。 　第1章　第1節　第1項　大和川特定
都市河川流域の概要

　図1-4　大和川流域（奈良県域）の
土地利用変遷図

　第1章　第1節　第1項　大和川特定
都市河川流域の概要

　図1-4　大和川流域（奈良県域）の
土地利用変遷図
河川と河川名を追記

5
第1章
第1節
第1項

5
　「降特性」→「降水特性」 適切な表現に修正しました。 第1章　第1節　第1項　(3)降特性 第1章　第1節　第1項　(3)降水特性

大和川流域水害対策計画（素案）に対する意見と対応
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6
第1章
第1節
第1項

5

(3) 降特性　→　(3) 降水特性 適切な表現に修正しました。 第1章　第1節　第1項　(3)降特性 第1章　第1節　第1項　(3)降水特性

7
第1章
第1節
第1項

5

　奈良観測所において時間降水量が･･･
年2回以上超過した年があるなら　→奈良観測所にお
いて年最大時間降水量が･･･
無ければ原文でもいいかと思う。

　奈良観測所において時間降水量が50㎜を超過した回
数について、年2回以上超過した年はありません。

 第1章　第1節　第1項　(3)降特性

　奈良観測所において時間降水量が50
㎜を超過した回数は、昭和36年～平成
2年（1961～1990）の30年間で1回、平
成3年～令和2年（1991～2020）の30年
間では6回と増加している。

 第1章　第1節　第1項　(3)降水特性

　奈良観測所において時間降水量が50
㎜を超過した回数は、昭和36年～平成
2年（1961～1990）の30年間で1回、平
成3年～令和2年（1991～2020）の30年
間では6回と増加している。

8
第1章
第1節
第2項

7

　「昭和41年（1966年）には河川法の改正に伴
い・・・」→「昭和41年（1966年）には昭和39年
（1964年）の河川法の改正に伴い・・・」

表現を統一化し修正しました。 　第1章　第1節　第2項　大和川特定
都市河川の概要

　昭和41年（1966年）には河川法の改
正に伴い一級水系に指定されるととも
に、工事実施基本計画が策定された。

　第1章　第1節　第1項　大和川特定
都市河川の概要

　昭和41年には昭和39年の河川法の改
正に伴い一級水系に指定されるととも
に、工事実施基本計画が策定された。

9
第1章
第1節
第2項

7

　「大和川ではこの計画に基づき築堤や河道掘削等の
整備を行い、・・・」→大和川下流部で建設されてい
る高規格堤防は超過洪水対策といえる。このことにつ
いて「大和川本川」で何も述べていないのはよろしく
ない。言及すべきであろう。単に「築堤」だけでは説
明不足である。

　高規格堤防の整備について追記しました。 　第1章　第1節　第2項　大和川特定
都市河川の概要

　大和川ではこの計画に基づき築堤や
河道掘削等の整備を行い、また、洪水
調節施設として、中流部に遊水地の整
備を進めている。

　第1章　第1節　第2項　大和川特定
都市河川の概要

　大和川ではこの計画に基づき築堤や
河道掘削、下流部では超過洪水対策と
して高規格堤防等の整備を行い、ま
た、洪水調節施設として、中流部に遊
水地の整備を進めている。

10
第1章
第1節
第2項

8
9

　特定都市河川の概要説明であるので各圏域で特定都
市河川の指定を受けた河川全てを表にまとめて示すこ
と。例えば、平城圏域：佐保川（国、県）、能登川
（県）、・・・・などとして。表2-2（26ページ）で
は遅すぎるのではないか。

　特定都市河川に指定された18河川について、図1-9
の圏域区分図に凡例を付けました。

　第1章　第1節　第2項　大和川特定
都市河川の概要

　図1-9　圏域区分図

　第1章　第1節　第2項　大和川特定
都市河川の概要

　図1-9　圏域区分図
凡例で特定都市河川を明示

11
第1章
第1節
第3項

10

　水質汚濁の防止の観点から、公共下水道の整備は不
可欠の事業であり、地域住民にとっても、極めて重要
な事業である。そういう意味では、２５の市町村の公
共下水道（汚水・生活排水）整備の進捗状況を一覧表
にして掲示することで理解しやすくなり課題も明確に
なるのではないか。

　本計画は特定都市河川流域における浸水被害の防止
を図る対策となりますので、公共下水道（汚水・生活
排水）整備は対象としておりません。

- -
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12
第1章
第2節

13

　「昭和6年から7年には・・・・」の災害事例は第2
節の冒頭で記すべき。

　冒頭に亀の瀬地すべりの被災について記載致しまし
た。

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　大和川流域では過去に大規模な浸水
被害が発生しており、特に昭和57年8
月の梅雨前線、台風10号及び台風9号
崩れの低気圧に伴う降雨による洪水で
は、全半壊、床上、床下浸水による被
害家屋が約10,000戸を超え戦後最大の
洪水被害となった。また、近年におい
ても平成7年、平成11年、平成19年、
平成29年の洪水等で、100戸を超える
浸水被害が生じており、特に亀の瀬狭
窄部上流域や奈良盆地の地盤が低い地
域で繰り返し浸水被害が発生してい
る。
　昭和6年から7年には亀の瀬狭窄部に
おける大規模な地すべりに伴い、大和
川の河道が閉塞し、上流部では氾濫被
害が発生している。

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　大和川流域では過去に大規模な浸水
被害が発生しており、昭和6年から7年
には亀の瀬狭窄部における大規模な地
すべりに伴い、大和川の河道が閉塞
し、上流部では氾濫被害が発生してい
る。昭和57年8月の梅雨前線、台風10
号及び台風9号崩れの低気圧に伴う降
雨による洪水では、全半壊、床上、床
下浸水による被害家屋が約10,000戸を
超え戦後最大の洪水被害となった。ま
た、近年においても平成7年、平成11
年、平成19年、平成29年の洪水等で、
100戸を超える浸水被害が生じてお
り、特に亀の瀬狭窄部上流域や奈良盆
地の地盤が低い地域で繰り返し浸水被
害が発生している。

13
第1章
第2節

13

　（地すべりは、･･･　　「 ）」が抜けている。 適切な表現に修正しました。 　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　表1-5　大和川流域（奈良県域）の
主要洪水一覧表

昭和6年9月　被害状況（戸）
亀の瀬地すべりにより、河床が9m以上
隆起したことで河道が閉塞され、上流
部で浸水被害が発生。（地すべりは、
昭和6年9月ごろから発生、昭和7月11
月にほぼ収束

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　表1-5　大和川流域（奈良県域）の
主要洪水一覧表

昭和6年9月　被害状況（戸）
亀の瀬地すべりにより、河床が9m以上
隆起したことで河道が閉塞され、上流
部で浸水被害が発生。（地すべりは、
昭和6年9月ごろから発生、昭和7月11
月にほぼ収束）

14
第1章
第2節

13

　戦後最大洪水　→戦後最大洪水流量　もしくは →
戦後最大洪水被害
　雨量はH29が最大で、総説でも「昭和57年8月を上回
る洪水が･･･」としているため。

　平成29年10月洪水の方が昭和57年8月洪水より流量
規模が大きかったため、戦後最大洪水という表記を削
除しました。

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　表1-5　大和川流域（奈良県域）の
主要洪水一覧表

昭和57年8月　発生原因
台風10号・前線台風9号崩れ低気圧
戦後最大洪水

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　表1-5　大和川流域（奈良県域）の
主要洪水一覧表

昭和57年8月　発生原因
台風10号・前線台風9号崩れ低気圧
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15
第1章
第2節

14

　内水氾濫による、写真添付は水害の状況を把握する
上で分かりやすい。ただ、写真の中に町の境界線を重
ねるような工夫があれば、より分かりやすい。

　写真に町名を付記するなど、わかりやすくしていま
す。

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　写真1-2　昭和57年8月洪水浸水状況
（左：田原本町付近、右：王寺町付
近）
　写真1-3　平成7年7月洪水浸水状況
（左：安堵町・河合町付近、右：斑鳩
町付近）
　写真1-4　平成29年10月洪水浸水状
況（斑鳩町・河合町付近）

　第1章　第2節　大和川流域における
過去の浸水被害の状況

　写真1-2　昭和57年8月洪水浸水状況
（左：田原本町付近、右：王寺町付
近）
　写真1-3　平成7年7月洪水浸水状況
（左：安堵町・河合町付近、右：斑鳩
町付近）
　写真1-4　平成29年10月洪水浸水状
況（斑鳩町・河合町付近）
（写真に町名を付記）

16
第1章
第3節
第2項

17

　本文中の説明が不十分。たとえば、藤井地点での流
域整備計画目標流量を2,100m3/sと定めて、そのう
ち、河道とダムで受け持つ分を1,790m3/sとし、ため
池や防災調整池などの流域対策で受け持つ流量を
310m3/sとして整備を進め、といったように、図1-12
に示された内容をきちんと文章で記述すること。

　図1-12　流量分担図の説明を追記しました。 　第1章　第3節　第2項　大和川流域
総合治水対策の状況

　流域整備計画においては、治水対策
を1,790m3/sとして整備を進め、現在
はその進捗状況を踏まえ、平成25年に
策定した大和川水系河川整備計画に基
づき、1,920m3/sとして整備を進めて
いる。また、流域対策については、そ
の分担量を310m3/sとして目標を定
め、流域全体で雨水貯留浸透施設の整
備等の対策を進めてきたものの、未だ
目標を達成できておらず、さらなる対
策には時間を要するものと考えられ
る。

　第1章　第3節　第2項　大和川流域
総合治水対策の状況

　流域整備計画においては、藤井地点

での流域整備計画目標流量を2,100m3/s
と定め、そのうち河川と支川ダム等で
受け持つ流量を1,790m3/sとして整備
を進め、現在はその進捗状況を踏ま
え、平成25年に策定した大和川水系河
川整備計画に基づき、1,920m3/sとし
て整備を進めている。また、流域対策
については、その分担量を310m3/sと
して目標を定め、流域全体で雨水貯留
浸透施設の整備等の対策を進めてきた
ものの、未だ目標を達成できておら
ず、さらなる対策には時間を要するも
のと考えられる。

17
第1章
第3節
第2項

18

　「流出抑制を目的とした雨水貯留浸透施設等を実施
し・・・」→「流出抑制を目的とした雨水貯留浸透施
設等の設置を実施し・・・」or「流出抑制を目的とし
た雨水貯留浸透施設等を整備し・・・」

適切な表現に修正しました。 　第1章　第3節　第2項　大和川流域
総合治水対策の状況

　これまで、総合治水対策として取り
組んできた流域対策は、流域整備計画
に基づき、流出抑制を目的とした雨水
貯留浸透施設等を実施し、特にため池
治水や雨水貯留浸透施設、水田貯留に
ついては流域対策貯留量の目標を設定
し、進捗状況を確認しながら推進して
いる。

　第1章　第3節　第2項　大和川流域
総合治水対策の状況

　これまで、総合治水対策として取り
組んできた流域対策は、流域整備計画
に基づき、流出抑制を目的とした雨水
貯留浸透施設等を整備し、特にため池
治水や雨水貯留浸透施設、水田貯留に
ついては流域対策貯留量の目標を設定
し、進捗状況を確認しながら推進して
いる。



NO.
計画書
の項目

該当
ページ

意見 対応
計画書（素案）
（2022.3.25）

計画書（案）
（2022.5.18）

素案からの修正箇所を赤字

大和川流域水害対策計画（素案）に対する意見と対応

18
第1章
第3節
第3項

20

　【流域の課題】「これまで流域対策のより一層の強
化・・・」→「これまで実施してきた流域対策のより
一層の強化・・・」

適切な表現に修正しました。 　第1章　第3節　第3項　大和川特定
都市河川流域における現状の課題

　現在もなお内水氾濫による被害が発
生しているなかで、気候変動の影響も
踏まえ、これまで流域対策のより一層
の強化を図るとともに、水害リスクを
踏まえた土地の利用、防災まちづくり
の検討が必要である。

　第1章　第3節　第3項　大和川特定
都市河川流域における現状の課題

　現在もなお内水氾濫による被害が発
生しているなかで、気候変動の影響も
踏まえ、これまで実施してきた流域対
策のより一層の強化を図るとともに、
水害リスクを踏まえた土地の利用、防
災まちづくりの検討が必要である。

19
第1章
第3節
第3項

20

　【河川の課題】「砂防事業による継続的に亀の瀬地
すべり対策を実施している・・・」→「砂防事業によ
る継続的な亀の瀬地すべり対策を実施してい
る・・・」

適切な表現に修正しました。 　第1章　第3節　第3項　大和川特定
都市河川流域における現状の課題

　現在も、大阪府側の大和川の河川改
修による流下能力向上や、砂防事業に
よる継続的に亀の瀬地すべり対策を実
施しているものの、大規模地すべり地
形という特徴から、亀の瀬狭窄部の開
削等による抜本的な河道改修は当面困
難な状況である。

　第1章　第3節　第3項　大和川特定
都市河川流域における現状の課題

　現在も、大阪府側の大和川の河川改
修による流下能力向上や、砂防事業に
よる継続的な亀の瀬地すべり対策を実
施しているものの、大規模地すべり地
形という特徴から、亀の瀬狭窄部の開
削等による抜本的な河道改修は当面困
難な状況である。

20
第1章
第3節
第3項

20

　「雨水貯留については下水道事業計画に位置づけて
いる市町村もあるが、新たに整備を計画する場合も上
記の状況にあることから、排水先の河川の整備状況を
勘案し、計画を策定していく必要がある。」の文章の
趣旨が分かりにくい。上記の状況にある→雨水排除ポ
ンプの設置ができないことを指すと思われるが，その
ことを受けて、何をどのように改善しようしているの
かが分かりにくい。

　下水道の整備については第6章でお示ししています
とおり、亀の瀬狭窄部の堰上げにより、大和川への十
分な排水が困難である状況を踏まえつつ、内水による
浸水対策を図るため、下水道整備を着実に実施してい
くこととしております。

　第6章　下水道管理者が行う特定都
市下水道の整備に関する事項

　今後は未整備地区における雨水管渠
整備を実施するとともに、既設ポンプ
施設の維持・更新を行う等、確実な排
水機能の確保に努める。また、近年の
気候変動を踏まえたハード対策の加速
化とソフト対策の充実を図るべく、整
備の優先順位を検討し事業計画を見直
すとともに、また雨水出水浸水想定区
域の指定及び内水ハザードマップの作
成・公表による情報提供を実施し、浸
水被害の軽減に努める。

　第6章　下水道管理者が行う特定都
市下水道の整備に関する事項

　今後の雨水排水施設整備は、排水先
である河川の流下能力とのバランスを
図りながら実施するとともに、既設ポ
ンプ施設の維持・更新を行う等、確実
な排水機能の確保に努める。また、近
年の気候変動を踏まえたハード対策の
加速化とソフト対策の充実を図るべ
く、整備の優先順位を検討し事業計画
を見直すとともに、また雨水出水浸水
想定区域の指定及び内水ハザードマッ
プの作成・公表による情報提供を実施
し、浸水被害の軽減に努める。
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21
第2章
第1節

21

　「洪水氾濫や雨水出水による浸水・・・」→「洪水
氾濫や雨水出水（内水氾濫）による浸水・・・」（44
頁冒頭参照）

適切な表現に修正しました。 　第2章　第1節　基本的な考え方

　洪水氾濫や雨水出水による浸水に
よって生じるごみ対策については、河
川及び下水道の管理者、地方公共団体
のみならず、河川協力団体や地域住民
等とも連携して取り組むものとする。

　第2章　第1節　基本的な考え方

　洪水氾濫や雨水出水（内水氾濫）に
よる浸水によって生じるごみ対策につ
いては、河川及び下水道の管理者、地
方公共団体のみならず、河川協力団体
や地域住民等とも連携して取り組むも
のとする。

22
第2章
第1節

21

　流域水害対策計画の目標は浸水被害ゼロにするこ
と。
　本計画の基本的な考えとして、①氾濫を防ぐ、減ら
す対策　②被害減少対策　③被害軽減、早期復旧、復
興であり、計画では、流す施設、溜める施設のハード
整備を進め、区域指定による土地利用の制限、ホット
ラインの活用、避難計画や洪水ハザードマップの周
知、リスクコミュニケーションの充実等を推進し、浸
水被害の解消を目指すとなっている。大和川流域全体
で見ればハード、ソフト共に今までの計画の更に上を
いく計画であると評価出来る。しかし、多くの住民は
大和川のことを知らず、水害に対する備えも出来てい
ない。災害発生に対して計画の成果が発揮できる取り
組みを作っていただきたい。

　第2章第1節に記載のとおり、河川整備や雨水貯留浸
透施設の整備などのハード対策を進めるとともに、貯
留機能保全区域や浸水被害防止区域の指定などのソフ
ト対策も活用しながら、浸水による人命を守り、経済
被害の軽減に取り組んで参ります。

第2章　第1節　基本的な考え方

　また、流域全体については、昭和57
年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（計画対象降雨）
として定め、河川・下水道整備の加速
化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の
一層の推進により、大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解
消させるとともに、一部支川氾濫や内
水による浸水が想定される区域におい
ては、水害リスク（浸水深や浸水頻度
等）や奈良県の『大和川流域における
総合治水の推進に関する条例』に基づ
く市街化編入抑制区域の指定状況を踏
まえ、まちづくり計画などを考慮のう
え、土地利用規制（浸水被害防止区域
の指定）等を活用し、流域内住民等の
安全の確保を図る。

第2章　第1節　基本的な考え方

　また、流域全体については、昭和57
年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（計画対象降雨）
として定め、河川・下水道整備の加速
化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の
一層の推進により、大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解
消させるとともに、一部支川氾濫や内
水による浸水が想定される区域におい
ては、水害リスク（浸水深や浸水頻度
等）や奈良県の『大和川流域における
総合治水の推進に関する条例』に基づ
く市街化編入抑制区域の指定状況を踏
まえ、まちづくり計画などを考慮のう
え、土地利用規制（浸水被害防止区域
の指定）等を活用し、流域内住民等の
安全の確保を図る。
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23
第2章
第1節

21

　川西町には寺川、飛鳥川、曽我川があり大和川に合
流する手前に逆流防止樋門がある。大和川の水位が高
くなるとこの樋門が閉鎖される。排水ポンプが設置さ
れていないため内水が溜まり町内の排水路の流れが滞
留して周辺の田や低い宅地に溢れる。大和川の高水位
が長時間続くと内水浸水が町全体に広がる。これを防
ぐには宅地より低い位置に各河川流域の内水を一時貯
留できる地下貯留施設を設置する必要がある。貯留機
能保全区域指定、浸水被害防止区域指定も合わせて検
討していただきたい。

　第2章第1節に記載のとおり、雨水貯留浸透施設の整
備を推進します。
　また、水害リスクやまちづくり計画などを考慮のう
え、貯留機能保全区域や浸水被害防止区域の指定につ
いても検討を進めて参ります。

第2章　第1節　基本的な考え方

　また、流域全体については、昭和57
年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（計画対象降雨）
として定め、河川・下水道整備の加速
化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の
一層の推進により、大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解
消させるとともに、一部支川氾濫や内
水による浸水が想定される区域におい
ては、水害リスク（浸水深や浸水頻度
等）や奈良県の『大和川流域における
総合治水の推進に関する条例』に基づ
く市街化編入抑制区域の指定状況を踏
まえ、まちづくり計画などを考慮のう
え、土地利用規制（浸水被害防止区域
の指定）等を活用し、流域内住民等の
安全の確保を図る。

第2章　第1節　基本的な考え方

　また、流域全体については、昭和57
年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（計画対象降雨）
として定め、河川・下水道整備の加速
化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の
一層の推進により、大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解
消させるとともに、一部支川氾濫や内
水による浸水が想定される区域におい
ては、水害リスク（浸水深や浸水頻度
等）や奈良県の『大和川流域における
総合治水の推進に関する条例』に基づ
く市街化編入抑制区域の指定状況を踏
まえ、まちづくり計画などを考慮のう
え、土地利用規制（浸水被害防止区域
の指定）等を活用し、流域内住民等の
安全の確保を図る。

24
第2章
第1節

22

　②被害対象を減少させるための対策の中の「浸水被
害防止区域の指定等」はこの図の中の赤帯で示されて
いるが、不自然。この赤部分はむしろ「（一時的）湛
水許容区域の指定等」とでも表現すべき。

　浸水被害防止区域については、第11章で説明してま
すとおり、浸水被害が頻発し、住民等の生命や身体に
著しい危害が生じるおそれがあるエリアに対し、住民
等の生命及び身体の保護のため、当該土地について指
定するものであり、浸水が生じるエリアとなります。

　第11章　貯留機能保全区域又は浸水
被害防止区域の指定の方針

また、浸水被害が頻発し、住民等の生
命や身体に著しい危害が生じるおそれ
があるエリアに対し、住民等の生命及
び身体の保護のため、当該土地につい
て、「浸水被害防止区域」を指定す
る。

　第11章　貯留機能保全区域又は浸水
被害防止区域の指定の方針

また、浸水被害が頻発し、住民等の生
命や身体に著しい危害が生じるおそれ
があるエリアに対し、住民等の生命及
び身体の保護のため、当該土地につい
て、「浸水被害防止区域」を指定す
る。

25
第2章
第1節

22

　③被害の軽減、早期復旧、復興の対策　は、計画を
上回る洪水に対しても被害を軽減するので、図の紫色
は2,100トンや1/100を超えて上まで矢印が伸びるので
はないか。ハード対策はそれぞれの計画規模までかも
しれないが、③に含まれるソフト対策はあらゆる洪水
に対しても被害軽減を図るために実施されるものと思
う。

　第2章第1節図2-1のとおり、計画を上回る洪水に対
しても被害を軽減する対策として、黄色枠囲みをして
いる中に③被害の軽減、早期復旧、復興の対策も含ま
れております。

　第2章　第1節　基本的な考え方

　図2-1　浸水被害対策の基本的な考
え方及び３つの視点からの対策

　第2章　第1節　基本的な考え方

　図2-1　浸水被害対策の基本的な考
え方及び３つの視点からの対策

26
第2章
第2節

25

表2-1のキャプションは表の上に配置すること。 キャプションの記載位置を修正しました。 　第2章　第2節　計画期間

　表2-1　河川整備計画、下水道計
画、まちづくり計画における計画期間

　第2章　第2節　計画期間

　表2-1　河川整備計画、下水道計
画、まちづくり計画における計画期間
キャプションを表の上に記載
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27
第2章
第4節

28

　図2-7のキャプションは適切な表現にすべき。浸水
被害状況だけの図ではない。また、「（柏原地点）」
の意味も不明。流量が柏原地点のものであるならその
ような内容のキャプションにすべき。

キャプションの記載を修正しました。 　第2章　第4節　特定都市河川流域に
おいて都市浸水の発生を防ぐべき目標
となる降雨

　図2-7　大和川流域の主要洪水にお
ける浸水被害状況

　第2章　第4節　特定都市河川流域に
おいて都市浸水の発生を防ぐべき目標
となる降雨

　図2-7　大和川流域の主要洪水にお
ける柏原上流域12h雨量および柏原流
量、浸水被害状況

28
第2章
第4節

28

　昭和57 年8 月降雨（柏原上流で146mm/12 時間）と
している点で、実際には、平成29年のより多い降雨が
あるので、既存計画の対象降雨であることに加えて、
平成29年降雨を検討しない理由について、可能な範囲
で言及がある方が良い。

　流域水害対策計画は、効果を発現させるために必要
な期間として概ね20～30年間程度としていますが、平
成29年10月降雨を計画対象降雨とした場合、第2章第1
節の基本的な考え方にお示しします大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解消させるために
は、大和川下流域（大阪府域）から河道の整備を進め
ていく必要があり、奈良県域の整備がさらに遅れるこ
ととなります。したがって、本計画における都市浸水
の発生を防ぐべき目標となる降雨については、今後20
年間で達成しうる降雨規模とし、戦後最大となる浸水
被害が生じた昭和57年8月降雨を流域全体の目標とし
ております。

　第2章　第4節　特定都市河川流域に
おいて都市浸水の発生を防ぐべき目標
となる降雨

　大和川中上流域では、戦後、数多く
の大規模出水による浸水被害を被って
おり、特に昭和57年8月降雨と平成29
年10月降雨において、戦後第１位及び
第２位となる流量を記録している。こ
のうち、戦後最大となる浸水被害は、
昭和57年8月降雨（家屋全半壊２５
６，床上床下1万戸以上）で発生して
おり、総合治水対策も本降雨を契機と
して取組が始まっている。
（中省略）
　これらを総合的に勘案し、流域全体
で都市浸水の発生を防ぐべき目標とな
る降雨（計画対象降雨）を昭和57年8
月降雨（柏原上流で146mm/12時間）と
し、降雨波形及び降雨量を定め、河川
整備、下水道整備、貯留浸透施設の設
置、土地利用規制等を活用し、流域内
住民等の安全の確保を図る。

　第2章　第4節　特定都市河川流域に
おいて都市浸水の発生を防ぐべき目標
となる降雨

　大和川中上流域では、戦後、数多く
の大規模出水による浸水被害を被って
おり、特に昭和57年8月降雨と平成29
年10月降雨において、戦後第１位及び
第２位となる流量を記録している。こ
のうち、戦後最大となる浸水被害は、
昭和57年8月降雨（家屋全半壊２５
６，床上床下1万戸以上）で発生して
おり、総合治水対策も本降雨を契機と
して取組が始まっている。
（中省略）
　これらを総合的に勘案し、流域全体
で都市浸水の発生を防ぐべき目標とな
る降雨（計画対象降雨）を昭和57年8
月降雨（柏原上流で146mm/12時間）と
し、降雨波形及び降雨量を定め、河川
整備、下水道整備、貯留浸透施設の設
置、土地利用規制等を活用し、流域内
住民等の安全の確保を図る。

29 第3章 30

　「洪水（外水浸水）または雨水出水（内水浸水）に
よる浸水が想定される・・・」→日本語としておかし
い。たとえば、「洪水（外水）または雨水出水（内
水）による浸水が想定される・・・」とする。

適切な表現に修正しました。 　第3章　都市浸水想定

　都市浸水想定として、計画対象降雨
（昭和57年8月降雨）が生じた場合
に、洪水（外水浸水）または雨水出水
（内水浸水）による浸水が想定される
区域及び浸水した場合に想定される水
深、浸水継続時間を示す。

　第3章　都市浸水想定

　都市浸水想定として、計画対象降雨
（昭和57年8月降雨）が生じた場合
に、洪水（外水氾濫）または雨水出水
（内水氾濫）による浸水が想定される
区域及び浸水した場合に想定される水
深、浸水継続時間を示す。

30 第3章 30

　図3-1の最大浸水深の凡例は違いが分かりにくい。
グラデーションをうまくつけるということよりも、浸
水深の違いを分かりやすくつけることが大事。図3-2
の浸水継続時間のように。

　最大浸水深の凡例表示につきましては、洪水浸水想
定区域図作成マニュアルを参考に表示しております。
境界線を追加して見やすくしました。

　第3章　都市浸水想定

　図3-1　都市浸水想定及びハード整
備実施後の浸水想定区域図

　第3章　都市浸水想定

　図3-1　都市浸水想定及びハード整
備実施後の浸水想定区域図
（境界線を追加）
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31 第3章 30

　表3-1の計算条件に県の遊水地は入っていないの
か。入れないのであればそれは何故か。県の河道整備
に入っているのか。わかりにくい。22頁図2-1では河
川整備としてダム・遊水地が入っているが、同図の平
成緊急内水対策事業（遊水地整備分）は「流域対策の
さらなる充実」として別建てされている。わかりにく
いのできちんと説明すべき。

　河道には遊水地整備も含んでいます。
　河川整備計画に基づく整備内容については、第4章
第1節に記載のとおりです。

　第3章　都市浸水想定

　表3-1　都市浸水想定における浸水
戸数、浸水面積、計算条件

　第3章　都市浸水想定

　表3-1　都市浸水想定における浸水
戸数、浸水面積、計算条件
（遊水地含むを追記）

32 第4章 32

　最初の段落が唐突な記述である。例えば、「第2章
第1節（22頁）で示したように」といったように記述
してはどうか。1,850m3/sという数字の出現が唐突す
ぎる。

適切な表現に修正しました。 　第4章　特定都市河川の整備に関す
る事項

　大和川本川の藤井地点において、

1,850m3/sを安全に流下させるととも
に、内水被害の解消・軽減にも寄与す
る河川整備（河道掘削、遊水地整備
等）を着実に実施し、流域の治水安全
度を早期に向上させる。

　第4章　特定都市河川の整備に関す
る事項

　大和川本川の藤井地点において、第

2章第1節で示したとおり1,850m3/sを安
全に流下させるとともに、内水被害の
解消・軽減にも寄与する河川整備（河
道掘削、遊水地整備等）を着実に実施
し、流域の治水安全度を早期に向上さ
せる。

33 第4章 32

　図4-1および図4-2が本文中で全く引用されずにただ
掲載されているだけである。他でもこのような図表、
写真の掲示があり、これらを参考程度で見るのもよい
と思っていたが、図4-1、4-2は重要であり、本文中で
引用して何らかの説明を加えるべきであろう。さもな
ければ削除すべき。

　引用した図表写真については本文で説明を追記しま
した。

　第4章　特定都市河川の整備に関す
る事項

　大和川本川の藤井地点において、

1,850m3/sを安全に流下させるととも
に、内水被害の解消・軽減にも寄与す
る河川整備（河道掘削、遊水地整備
等）を着実に実施し、流域の治水安全
度を早期に向上させる。

　第4章　特定都市河川の整備に関す
る事項

　大和川本川の藤井地点において、第

2章第1節で示したとおり1,850m3/sを安
全に流下させるとともに、内水被害の
解消・軽減にも寄与する河川整備（河
道掘削、遊水地整備等）を着実に実施
し、河川のピーク水位を低減させ流域
の治水安全度を早期に向上させる。

34 第4章 32

　河床をもっと掘削してもらったら安全だと思う。 　第4章に記載のとおり、河道掘削などの河川改修を
引き続き推進して参ります。

　第4章 特定都市河川の整備に関する
事項

　大和川本川の藤井地点において、
1,850m3/sを安全に流下させるととも
に、内水被害の解消・軽減にも寄与す
る河川整備（河道掘削、遊水地整備
等）を着実に実施し、流域の治水安全
度を早期に向上させる。

　第4章 特定都市河川の整備に関する
事項

　大和川本川の藤井地点において、
1,850m3/sを安全に流下させるととも
に、内水被害の解消・軽減にも寄与す
る河川整備（河道掘削、遊水地整備
等）を着実に実施し、流域の治水安全
度を早期に向上させる。
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35
第4章
第1節
第1項

33

　浸水被害が度々起こっている。遊水地が出来るとの
ことでありがたく思っており、早く進めてもらいた
い。

　第4章第1節第1項に記載のとおり、遊水地整備を引
き続き推進して参ります。

　第4章　第1節　第1項 国が行う河川
の整備

　大和川水系河川整備計画（国管理区
間）に基づき、大和川（奈良県域）及
び佐保川にて、河川改修、遊水地整備
等を引き続き推進する。

　第4章　第1節　第1項 国が行う河川
の整備

　大和川水系河川整備計画（国管理区
間）に基づき、大和川（奈良県域）及
び佐保川にて、河川改修、遊水地整備
等を引き続き推進する。

36
第4章
第1節
第2項

34

　3年～4年前の台風では曽我川の水位が上昇したが、
なんとか破堤まではいかなかった。そのような状況も
あり、県の方で河川改修を進めていただいた経緯があ
る。

　第4章第1節第2項に記載のとおり、曽我川の河川改
修を引き続き推進して参ります。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

37
第4章
第1節
第2項

34

　御所市としては曽我川に一部狭隘部があるため、そ
の上流でなにか対策ができないか。大規模な国の対策
は説明いただいて理解できたが、上流でできることと
すると水田貯留が有効だとは思うが、面積的には限界
がある。葛城川は天井川であり、氾濫すると御所市内
が浸水するため、対策を考えていかなければならな
い。

　第4章第1節第2項に記載のとおり、曽我川、葛城川
の河川改修を引き続き推進して参ります。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

38
第4章
第1節
第2項

34

　亀の瀬の課題を解消する対策にも取り組んでもらい
たい。また、南生駒駅の近くに竜田川があるが、河川
改修がまったく進んでいない。早く整備を進めてほし
い。

　第4章第1節第2項に記載のとおり、現在も、大阪府
側の大和川の河川改修による流下能力向上や、砂防事
業による継続的に亀の瀬地すべり対策を実施してお
り、亀の瀬狭窄部の開削等による抜本的な河道改修は
当面困難な状況です。
　竜田川の河川改修を引き続き推進して参ります。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

39
第4章
第1節
第2項

34

　南生駒駅周辺でバリアフリーを進めようとしている
が、治水対策が進んでおらず、宅地の嵩上げのため階
段が必要になるなど、バリアフリー化の障害になって
いる。早く整備を進めてほしい。

　第4章第1節第2項に記載のとおり、河川改修を引き
続き推進して参ります。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。

　第4章 第1節 第2項 奈良県が行う河
川の整備
　
　奈良県では、大和川水系河川整備計
画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽
我葛城圏域、布留飛鳥圏域）に基づ
き、各圏域にて、河川改修、遊水地整
備等を引き続き推進する。
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40 第6章 36

　「排水先の河川の整備状況を勘案し、計画を策定し
ていく必要がある」の記載は、抽象的に感じる。
　内水に対する整備水準と河川自体の整備水準が必ず
しも一体的でないこと、その場合乖離した処理量にど
のようにソフト・ハード的に取り組むつもりかをある
程度明示すべき。

  下水道の排水施設整備にあたっては、排水先である
河川の流下能力とのバランスを図るとともに、河川の
氾濫が助長しないよう内水排除ポンプの運転ルールを
定め、都市浸水による被害軽減を図って参ります。

　第6章　下水道管理者が行う特定都
市下水道の整備に関する事項

　今後は未整備地区における雨水管渠
整備を実施するとともに、既設ポンプ
施設の維持・更新を行う等、確実な排
水機能の確保に努める。また、近年の
気候変動を踏まえたハード対策の加速
化とソフト対策の充実を図るべく、整
備の優先順位を検討し事業計画を見直
すとともに、また雨水出水浸水想定区
域の指定及び内水ハザードマップの作
成・公表による情報提供を実施し、浸
水被害の軽減に努める。

　第6章　下水道管理者が行う特定都
市下水道の整備に関する事項

　今後の雨水排水施設整備は、排水先
である河川の流下能力とのバランスを
図りながら実施するとともに、既設ポ
ンプ施設の維持・更新を行う等、確実
な排水機能の確保に努める。また、近
年の気候変動を踏まえたハード対策の
加速化とソフト対策の充実を図るべ
く、整備の優先順位を検討し事業計画
を見直すとともに、また雨水出水浸水
想定区域の指定及び内水ハザードマッ
プの作成・公表による情報提供を実施
し、浸水被害の軽減に努める。

41 第7章 38

　冒頭の「亀の瀬狭窄部の堰上げ区間を抱
え、・・・」は少し日本語としておかしい。「亀の瀬
狭窄部による堰上げを抱え、・・・」としたほうがま
しではないか。検討されたい。

適切な表現に修正しました。 　第7章　特定都市河川流域において
河川管理者及び下水道管理者以外の者
が行う雨水貯留浸透施設の整備その他
浸水被害の防止を図るための雨水の一
時的な貯留又は地下への浸透に関する
事項

　亀の瀬狭窄部の堰上げ区間を抱え、
勾配が緩やかで洪水が流れにくく、水
害が発生しやすい大和川の地形特性を
踏まえ、下流に負荷をかけずに流域の
治水安全度を向上させるには、河川区
域内での河川施設で治水安全度を向上
させることのみならず、流域から河道
への流出を抑制させることが重要であ
り、内水被害の解消・軽減にも寄与す
る。

　第7章　特定都市河川流域において
河川管理者及び下水道管理者以外の者
が行う雨水貯留浸透施設の整備その他
浸水被害の防止を図るための雨水の一
時的な貯留又は地下への浸透に関する
事項

　亀の瀬狭窄部による堰上げを抱え、
勾配が緩やかで洪水が流れにくく、水
害が発生しやすい大和川の地形特性を
踏まえ、下流に負荷をかけずに流域の
治水安全度を向上させるには、河川区
域内での河川施設で治水安全度を向上
させることのみならず、流域から河道
への流出を抑制させることが重要であ
り、内水被害の解消・軽減にも寄与す
る。
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42 第7章 38

　「開発等の雨水流出を増大させるおそれのある行為
に対し、流出抑制対策を義務付け」この点は、地域住
民にとっても安心して暮らし続けるためにも非常に重
要である。
　熱海土砂災害でも、盛り土を巡る違法性、自治体の
許認可の是非が論議された。また、最近、奈良県内で
も、大規模に山林を伐採し「メガソーラー」を設置し
営利活動を行う企業の開発について、土砂災害、河川
氾濫の危険性が指摘されている。住民の命と暮らしを
守る河川行政にとっても看過できない事態であり、強
調して記述してはどうか。

　第7章第4節「既存の防災調整池等や保水・遊水機能
を有する土地の保全」において、山林の保水機能の保
全を記載しております。

　第7章　第4節　既存の防災調整池等
や保水・遊水機能を有する土地の保全

　雨水の一時的な保水・遊水機能を有
する山林・緑地・農地の保全や開発抑
制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。なお、
取組にあたっては、奈良県が策定して
いる「なら水循環ビジョン」とも連携
しながら、流域全体の保水力の向上を
図る。

　第7章　第4節　既存の防災調整池等
や保水・遊水機能を有する土地の保全

　雨水の一時的な保水・遊水機能を有
する山林・緑地・農地の保全や開発抑
制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。なお、
取組にあたっては、奈良県が策定して
いる「なら水循環ビジョン」とも連携
しながら、森林の保水機能の維持・回
復を図るなど、流域全体の保水力の向
上を促進する。

43 第7章 38

 最近、雨量が増えてきており、100mm/hといった雨も
見られる中、下水道の雨水管渠整備も大事だが、ため
池や田んぼも貯留施設として活用していく取り組みは
積極的に推進していくべき。また、民間事業者にも貯
留施設の整備を働きかけ、流域一体で貯留していくこ
とが必要である。

　水田貯留の取り組み推進にあたっては、所有者のご
協力が不可欠であり、ご協力頂くためにも農政部局と
連携を図りながら、農業振興に資する工夫を行って参
ります。

　第7章　第3節　水田貯留

　水田貯留にあたっては、水路改修な
ど農業振興につながる施策との連携に
努めるものとする。

　第7章　第3節　水田貯留

　水田貯留にあたっては、水路改修な
ど農業振興につながる施策との連携に
努めるものとする。

44 第7章 38

　香芝市では、なかなか大規模な面積の土地を確保す
るのが難しく、大事業はない。最近は水が溢れるよう
なこともないが、貯留施設を整備するような計画が香
芝市内でもあるのか。

　第7章に記載のとおり、貯留施設の整備を推進して
参ります。

第7章　特定都市河川流域において河
川管理者及び下水道管理者以外の者が
行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸
水被害の防止を図るための雨水の一時
的な貯留又は地下への浸透に関する事
項

（省略）
　このため、開発等の雨水流出を増大
させるおそれのある行為に対し、流出
抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害
行為の許可）とともに、これらの規制
的手法のみならず、流域のあらゆる関
係者の協力による付加的な雨水の貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図
り、地方公共団体や民間事業者等によ
る雨水貯留浸透施設の整備及びため池
の治水利用等を進める。

第7章　特定都市河川流域において河
川管理者及び下水道管理者以外の者が
行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸
水被害の防止を図るための雨水の一時
的な貯留又は地下への浸透に関する事
項

（省略）
　このため、開発等の雨水流出を増大
させるおそれのある行為に対し、流出
抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害
行為の許可）とともに、これらの規制
的手法のみならず、流域のあらゆる関
係者の協力による付加的な雨水の貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図
り、地方公共団体や民間事業者等によ
る雨水貯留浸透施設の整備及びため池
の治水利用等を進める。

45 第7章 38

　香芝市内では河川改修が進んだこともあり河川氾濫
はなくなったが、奈良盆地の中で大雨が降ることを想
定すると貯留施設を増やしていくしかないのかなと感
じた。やはり亀の瀬をどうにかしないと奈良盆地の水
がはけないため、２５号線を迂回させて川幅を拡幅す
るような整備が必要なのではないか。

　現在も、大阪府側の大和川の河川改修による流下能
力向上や亀の瀬地すべり対策を実施していますが、一
方で流域対策を着実に実施していく必要があります。

- -
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46 第7章 38

　自分自身は農家であるが、田んぼの維持のためにも
補助金を出していただいて農家が田んぼを手放さない
ようにしてほしい。葛下川はここ数年改修がなく、土
砂やヨシが繁茂している。ため池については貯水量を
増やすなどの対策に予算を使っていただきたい。

　第7章に記載のとおり、水田貯留の取り組み推進に
あたっては、所有者のご協力が不可欠であり、ご協力
頂くためにも農政部局と連携を図りながら、農業振興
に資する工夫を行って参ります。
　また、土砂堆積によって流下阻害となっている箇所
については、浚渫するなど河川の適性な維持管理に努
めて参ります。
　ため池の治水利用も含め、　貯留施設の整備を推進
して参ります。

　第7章　特定都市河川流域において
河川管理者及び下水道管理者以外の者
が行う雨水貯留浸透施設の整備その他
浸水被害の防止を図るための雨水の一
時的な貯留又は地下への浸透に関する
事項

（省略）
　このため、開発等の雨水流出を増大
させるおそれのある行為に対し、流出
抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害
行為の許可）とともに、これらの規制
的手法のみならず、流域のあらゆる関
係者の協力による付加的な雨水の貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図
り、地方公共団体や民間事業者等によ
る雨水貯留浸透施設の整備及びため池
の治水利用等を進める。

　第7章　特定都市河川流域において
河川管理者及び下水道管理者以外の者
が行う雨水貯留浸透施設の整備その他
浸水被害の防止を図るための雨水の一
時的な貯留又は地下への浸透に関する
事項

（省略）
　このため、開発等の雨水流出を増大
させるおそれのある行為に対し、流出
抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害
行為の許可）とともに、これらの規制
的手法のみならず、流域のあらゆる関
係者の協力による付加的な雨水の貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図
り、地方公共団体や民間事業者等によ
る雨水貯留浸透施設の整備及びため池
の治水利用等を進める。

47 第7章 38

　掘削をやっていただいて町内については特に問題な
いと思うが、貯留対策等も進めていただければと感じ
た。

　第7章に記載のとおり、貯留施設の整備を推進して
参ります。

第7章　特定都市河川流域において河
川管理者及び下水道管理者以外の者が
行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸
水被害の防止を図るための雨水の一時
的な貯留又は地下への浸透に関する事
項

（省略）
　このため、開発等の雨水流出を増大
させるおそれのある行為に対し、流出
抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害
行為の許可）とともに、これらの規制
的手法のみならず、流域のあらゆる関
係者の協力による付加的な雨水の貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図
り、地方公共団体や民間事業者等によ
る雨水貯留浸透施設の整備及びため池
の治水利用等を進める。

第7章　特定都市河川流域において河
川管理者及び下水道管理者以外の者が
行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸
水被害の防止を図るための雨水の一時
的な貯留又は地下への浸透に関する事
項

（省略）
　このため、開発等の雨水流出を増大
させるおそれのある行為に対し、流出
抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害
行為の許可）とともに、これらの規制
的手法のみならず、流域のあらゆる関
係者の協力による付加的な雨水の貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図
り、地方公共団体や民間事業者等によ
る雨水貯留浸透施設の整備及びため池
の治水利用等を進める。
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48
第7章
第2節

39

　土砂災害指定区域にあるため池が改修され、雨が
降ってもコントロールされるようになった。休耕地に
あるため池も治水に利用するようなことも市には提言
している。ホットライン情報について、葛城市内には
雨量計・水位計がないので、近隣の御所市・香芝市の
情報を確認している。葛城市内にも設置してほしい。

　第7章第2節に記載のとおり、ため池の治水利用を推
進して参ります。
　また、葛城市内には雨量観測所が葛城（気象庁）、
当麻（大和川河川事務所）の2箇所あります。水位計
につきましても8箇所設置しており、令和４年３月２
５日
より「奈良県河川情報システム」から閲覧できるよう
になっております。
　

第7章　第2節 ため池の治水利用

　ため池の貯留容量を積極的に活用
し、河川等への流出抑制を図るため、
放流口の改修など既存のため池の一部
改良や、台風の接近など大雨が予測さ
れる際には、事前放流によりため池の
水位を下げ、雨水を一時的に貯留させ
るなど、ため池の治水利用を推進す
る。

第7章　第2節 ため池の治水利用

　ため池の貯留容量を積極的に活用
し、河川等への流出抑制を図るため、
放流口の改修など既存のため池の一部
改良や、台風の接近など大雨が予測さ
れる際には、事前放流によりため池の
水位を下げ、雨水を一時的に貯留させ
るなど、ため池の治水利用を推進す
る。

49
第7章
第1節

39

　二階堂小学校の校庭や、その西にある奈良県浄化セ
ンターが度々浸水して困っている。今後、農地が少な
くなり貯留機能が小さくなると被害がさらに大きくな
ることも考えられるため、センター内に調整池を作る
など対策をお願いしたい。

　第7章第1節に記載のとおり、公共施設・用地等への
雨水貯留浸透施設の整備を積極的に推進して参りま
す。

　第7章　第1節 雨水貯留浸透施設

　流域内の雨水が河川へ急激に流入す
ることを抑制するため、『大和川流域
における総合治水の推進に関する条
例』等に基づき、公共施設・用地等へ
の雨水貯留浸透施設の整備を積極的に
推進するとともに、浸水常襲地区等の
課題である内水浸水被害の解消に向
け、『奈良県平成緊急内水対策事業』
による雨水貯留施設等の整備を推進す
る。また、既に都市公園として活用さ
れている土地を含め、国有地を活用し
た雨水貯留浸透施設等の整備を検討・
実施する。

　第7章　第1節 雨水貯留浸透施設

　流域内の雨水が河川へ急激に流入す
ることを抑制するため、『大和川流域
における総合治水の推進に関する条
例』等に基づき、公共施設・用地等へ
の雨水貯留浸透施設の整備を積極的に
推進するとともに、浸水常襲地区等の
課題である内水浸水被害の解消に向
け、『奈良県平成緊急内水対策事業』
による雨水貯留施設等の整備を推進す
る。また、既に都市公園として活用さ
れている土地を含め、国有地を活用し
た雨水貯留浸透施設等の整備を検討・
実施する。
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50 第7章
39
40

　ため池や水田といった農業農村システムの一部を利
用した浸水被害防止は以前からも提案されてきてい
る。考え方には賛同だが、この対応策は全国的に見て
もなかなか進展していない。こうした題目を唱えるの
であれば、もう少し農水部局との連携も含め、具体的
なアプローチを示して欲しい。

　ため池や水田の治水利用については、これまでも推
進してきているところですが、より一層整備が推進す
るよう第2章第2節及び第3節に記載したとおり農林部
局とも連携が必要と認識しているところです。
　具体的アプローチとしては、令和4年1月12日に農林
部局も参画した『大和川流域水害対策協議会』を設立
したところです。

　第7章　第2節　ため池の治水利用
 　ため池の貯留容量を積極的に活用
し、河川等への流出抑制を図るため、
放流口の改修など既存のため池の一部
改良や、台風の接近など大雨が予測さ
れる際には、事前放流によりため池の
水位を下げ、雨水を一時的に貯留させ
るなど、ため池の治水利用を推進す
る。また、『大和川流域における総合
治水の推進に関する条例』に基づき、
流域内のため池の保全に努める。な
お、整備にあたっては、農業振興につ
ながる施策との連携に努めるものとす
る。

　第7章　第3節　水田貯留
　 流域内の水田を対象として、所有
者の同意のもと排水口に調整板を設置
することで、排水量を調整する水田貯
留を積極的に推進する。
なお、水田貯留にあたっては、水路改
修など農業振興につながる施策との連
携に努めるものとする。

　第7章　第2節　ため池の治水利用
 　ため池の貯留容量を積極的に活用
し、河川等への流出抑制を図るため、
放流口の改修など既存のため池の一部
改良や、台風の接近など大雨が予測さ
れる際には、事前放流によりため池の
水位を下げ、雨水を一時的に貯留させ
るなど、ため池の治水利用を推進す
る。また、『大和川流域における総合
治水の推進に関する条例』に基づき、
流域内のため池の保全に努める。な
お、整備にあたっては、農業振興につ
ながる施策との連携に努めるものとす
る。

　第7章　第3節　水田貯留
　 流域内の水田を対象として、所有
者の同意のもと排水口に調整板を設置
することで、排水量を調整する水田貯
留を積極的に推進する。
なお、水田貯留にあたっては、水路改
修など農業振興につながる施策との連
携に努めるものとする。

51
第7章
第4節

40

　川底が上がってきているところが多いと感じる。浚
渫していただいているが、元に戻ってしまっているた
め、もっと頻繁に対策していただきたい。他部局と協
力して、山の保水力を維持するような取り組みを進め
てほしい。

　第7章第4節に記載のとおり、土砂堆積によって流下
阻害となっている箇所については、浚渫するなど河川
の適性な維持管理に努めて参ります。
　また、雨水の一時的な保水機能が維持できるよう、
山林等の保全に努めて参ります。

　第7章　第4節　既存の防災調整池等
や保水・遊水機能を有する土地の保全

　雨水の一時的な保水・遊水機能を有
する山林・緑地・農地の保全や開発抑
制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。なお、
取組にあたっては、奈良県が策定して
いる「なら水循環ビジョン」とも連携
しながら、流域全体の保水力の向上を
図る。

　第7章　第4節　既存の防災調整池等
や保水・遊水機能を有する土地の保全

　雨水の一時的な保水・遊水機能を有
する山林・緑地・農地の保全や開発抑
制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。なお、
取組にあたっては、奈良県が策定して
いる「なら水循環ビジョン」とも連携
しながら、流域全体の保水力の向上を
図る。
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52
第7章
第3節

40

　日本の農業は、担い手の高齢化による耕作放棄地の
増大、農家の減少と言う困難を抱えている。「排水量
を調整する水田貯留を積極的に推進する。」という指
摘は、大変優れていると思う。日本の原風景と行って
も良い水田が広がる光景は、食糧自給の確保と同時
に、「ダム的効果」があることからも、この「水田貯
留」効果を、広くアピールし、農林水産省と連携し
て、次の世代が農業を継承していける施策・農業振興
に国交省としても積極的に提言を行う姿勢を強調して
頂きたい。

　水田貯留の取り組み推進にあたっては、所有者のご
協力が不可欠であり、ご協力頂くためにも農政部局と
連携を図りながら、農業振興に資する工夫を行って参
ります。

　第7章　第3節　水田貯留

　水田貯留にあたっては、水路改修な
ど農業振興につながる施策との連携に
努めるものとする。

　第7章　第3節　水田貯留

　水田貯留にあたっては、水路改修な
ど農業振興につながる施策との連携に
努めるものとする。

53
第7章
第3節

40

　田んぼダムなど、対策に効果があることが分かっ
た。横の連携を意識して積極的に対策を進めてもらい
たい。

　第7章第3節に記載のとおり、関係機関とも連携しな
がら水田貯留を推進して参ります。

第7章　第3節 水田貯留
　流域内の水田を対象として、所有者
の同意のもと排水口に調整板を設置す
ることで、排水量を調整する水田貯留
を積極的に推進する。
なお、水田貯留にあたっては、水路改
修など農業振興につながる施策との連
携に努めるものとする。

第7章　第3節 水田貯留
　流域内の水田を対象として、所有者
の同意のもと排水口に調整板を設置す
ることで、排水量を調整する水田貯留
を積極的に推進する。
なお、水田貯留にあたっては、水路改
修など農業振興につながる施策との連
携に努めるものとする。

54
第7章
第5節

41

　比較的大規模な建築物に対して、何か規制を設けた
方がよい。最近は、環境に配慮した建築物が業者から
提案されることも多く、防水に関する着眼点もあれば
よい。

　ご意見のとおり、開発等による雨水浸透阻害行為に
該当する1,000m2以上の行為に対しては、流出雨水量
の増加を抑制するための対策工事を義務化しており、
第7章第5節に記載しています。
また、民間事業者等による開発に伴う防災調整池や貯
留施設等を設置する際には、さらなる貯留機能を付し
た雨水貯留浸透施設の整備について、第7章第1節に記
載しています。

　第7章　第5節 雨水浸透阻害行為の
許可等

　今後、開発等による雨水浸透阻害行
為に該当する1,000m2以上の行為に対
しては、流出雨水量の増加を抑制する
ための対策工事を義務化し、事前許可
制とすることで着実に対策を実施する
とともに、その機能の中長期的な維持
に努める。

　第7章　第1節 雨水貯留浸透施設
　また、民間事業者等による雨水貯留
浸透施設の整備を促進する。開発に伴
う防災調整池や貯留施設等を設置する
際には、さらなる貯留機能を付した雨
水貯留浸透施設の整備を働きかけ、雨
水貯留浸透施設整備計画の認定（第8
章で詳述）に基づく支援制度も活用
し、目標対策量の確保を図る。

　第7章　第5節 雨水浸透阻害行為の
許可等

　今後、開発等による雨水浸透阻害行
為に該当する1,000m2以上の行為に対
しては、流出雨水量の増加を抑制する
ための対策工事を義務化し、事前許可
制とすることで着実に対策を実施する
とともに、その機能の中長期的な維持
に努める。

　第7章　第1節 雨水貯留浸透施設
　また、民間事業者等による雨水貯留
浸透施設の整備を促進する。開発に伴
う防災調整池や貯留施設等を設置する
際には、さらなる貯留機能を付した雨
水貯留浸透施設の整備を働きかけ、雨
水貯留浸透施設整備計画の認定（第8
章で詳述）に基づく支援制度も活用
し、目標対策量の確保を図る。



NO.
計画書
の項目

該当
ページ

意見 対応
計画書（素案）
（2022.3.25）

計画書（案）
（2022.5.18）

素案からの修正箇所を赤字

大和川流域水害対策計画（素案）に対する意見と対応

55
第9章
第1節

43

　図の右側上下2つは（厳密には左下も）、あまり的
確な表現ではない気がする。この図の本質は、下流で
の甚大な（破堤などの）被害を避けるため、一部の地
域である程度の湛水を覚悟することではないのか。流
域全体での総合的な被害を少しでも軽減するためにあ
えて一部の内水排除を抑制することがわかるようにし
た方がよい。

　排水機場からの放流を制限し、河川水位の上昇を抑
えることで、堤防の決壊を防ぎ、流域全体において壊
滅的な浸水被害を避けることを目的としています。
　イメージ図を差し替えしました。

　第9章　第1節　基本的な運転調整の
方針

　図9　内水排除ポンプの運転イメー
ジ

　第9章　第1節　基本的な運転調整の
方針

　図9　内水排除ポンプの運転イメー
ジ
（図の差し替え）

56
第9章
第1節

43

　9章1節が、具体性に欠け、計画と呼べるようになっ
ていないように感じた。既存ルールの見直しに加え
て、より具体的な取り組みや計画の方向性が見えるの
が望ましい。

　図9　内水排除ポンプの運転イメージでお示しして
ますとおり、堤防決壊による甚大な浸水被害を回避す
るため、流域全体における浸水被害を最小となるよ
う、内水排除ポンプの運転操作ルールを今後検討して
参ります。

　第9章　第1節　基本的な運転調整の
方針

　運転操作ルールを持たないポンプ場
においては、これまでの内水排除ポン
プの運転調整実績も踏まえ、総合的に
検討・合意を図り、運転操作ルールを
策定していくとともに、既に策定して
いるポンプ場についても、必要に応じ
て見直しを行う。

　第9章　第1節　基本的な運転調整の
方針

　運転操作ルールを持たないポンプ場
においては、これまでの内水排除ポン
プの運転調整実績も踏まえ、総合的に
検討・合意を図り、運転操作ルールを
策定していくとともに、既に策定して
いるポンプ場についても、必要に応じ
て見直しを行い、流域全体における浸
水被害の最小化を図る。

57 第10章 44

　冒頭「雨水出水（内水）浸水想定区域」→「雨水出
水（内水氾濫）浸水想定区域」ではないか。

適切な表現に修正しました。 　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　都市浸水想定に加え、雨水出水（内
水）浸水想定区域、過去の浸水実績
図、治水地形分類図などからハザード
情報などを把握するとともに、流域の
土地利用の現況や人口・資産の集積状
況などを把握し、水害リスクを評価す
る。

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　都市浸水想定に加え、雨水出水（内
水氾濫）浸水想定区域、過去の浸水実
績図、治水地形分類図などからハザー
ド情報などを把握するとともに、流域
の土地利用の現況や人口・資産の集積
状況などを把握し、水害リスクを評価
する。
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59 第10章 44

　「田原本町都市計画マスタープラン立地適正化計
画」のメッシュ地図が、不鮮明で分かりにくい。

　解像度を上げて鮮明にしました。
　出典元：
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/material/file
s/group/40/MPa.pdf

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　図10-1　田原本町　都市計画マス
タープラン　立地適性化計画

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　図10-1　田原本町　都市計画マス
タープラン　立地適性化計画
居住誘導区域の図面を修正

--58 44第10章

　「今後、大和川流域水害対策協議会にて検討してい
く」とあるが、流域治水対策についてもこれまでこの
協議会で検討されてきたのであろうか。組織の構成が
良く分からないが、流域治水を実施するために必要な
部署や組織が入る必要がある（後段に関係する部局が
連携し・・・とは記載されているが）。流域治水とい
う新たな取り組みを実施するうえで組織名の改正や組
織構成についても検討が必要ではないか。都市域に限
定した総合治水ではなく流域治水であることを意識す
る必要があろう。総説に記された内容と整合が取れて

いるか気になる。

　令和3年12月24日に大和川水系大和川等が特定都市
河川の指定を受け、これまでの大和川流域総合治水協
議会を拡充し、河川管理者や流域の市町村に加えて、
下水道管理者、農林部局、まちづくり部局等、大和川
流域のあらゆる関係者が参画した『大和川流域水害対
策協議会』を令和4年1月12日に設立しております。
大和川流域水害対策協議会の構成員については、以下
HPにて公開しております。
https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/guide/tokuteit
oshikasenn/conference/conference.html

（大和川流域水害対策協議会の構成員）
奈良県知事、奈良県総務部長、奈良県危機管理監、
奈良県水循環・森林・景観環境部長、奈良県食と農の
振興部長、奈良県県土マネジメント部長、奈良県地域
デザイン推進局長、奈良市長、大和高田市長、大和郡
山市長、天理市長、橿原市長、桜井市長、御所市長、
生駒市長、香芝市長、葛城市長、宇陀市長、平群町
長、三郷町長、斑鳩町長、安堵町長、川西町長、三宅
町長、田原本町長、高取町長、明日香村長、上牧町
長、王寺町長、広陵町長、河合町長、大淀町長、近畿
地方整備局長、近畿地方整備局建政部長、近畿地方整
備局河川部長、近畿農政局農村振興部長、近畿中国森
林管理局奈良森林管理事務所長、近畿地方環境事務所
長、近畿財務局奈良財務事務所長、奈良地方気象台
長、奈良県防災士会 理事長
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60 第10章 44

　要配慮者利用施設は、地価の安い地域に建設されて
いることも多い。こういった地域は、災害リスクが高
い地域と捉えられることもできる。今後は、危険な場
所に施設を作らせないように、立地を誘導する規則な
どが必要と考える。

　水害リスクを踏まえた土地利用の方向性を整理した
うえで、第10章に記載のとおり、浸水被害対策につい
て定めて参ります。

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　都市浸水想定に加え、雨水出水（内
水氾濫）浸水想定区域、過去の浸水実
績図、治水地形分類図などからハザー
ド情報などを把握するとともに、流域
の土地利用の現況や人口・資産の集積
状況などを把握し、水害リスクを評価
する。その上で、今後、都市浸水想定
のブロック毎に、水害リスクを踏まえ
た土地利用の方向性を整理し、浸水被
害対策について定めることとし、今
後、大和川流域水害対策協議会にて検
討していくものとする。

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　都市浸水想定に加え、雨水出水（内
水氾濫）浸水想定区域、過去の浸水実
績図、治水地形分類図などからハザー
ド情報などを把握するとともに、流域
の土地利用の現況や人口・資産の集積
状況などを把握し、水害リスクを評価
する。その上で、今後、都市浸水想定
のブロック毎に、水害リスクを踏まえ
た土地利用の方向性を整理し、浸水被
害対策について定めることとし、今
後、大和川流域水害対策協議会にて検
討していくものとする。

61 第10章 45

　図10-2の最大浸水深の凡例が分かりにくい。グラ
デーションをうまくつけるよりも浸水深の違いが分か
るように工夫されたい。図11-2、11-3、11-4も同様。

　最大浸水深の凡例表示につきましては、洪水浸水想
定区域図作成マニュアルを参考に表示していますが、
境界線の追加や鮮明にするなど見やすくしました。

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　図10-2　最大浸水深の凡例
　図11-2  最大浸水深の凡例
　図11-3  最大浸水深の凡例
　図11-4  最大浸水深の凡例

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　図10-2　最大浸水深の凡例
　図11-2  最大浸水深の凡例
　図11-3  最大浸水深の凡例
　図11-4  最大浸水深の凡例
（境界線を追加）
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第11章62

　第11章　第1節　貯留機能保全区域
の指定の方針

（省略）貯留機能保全区域の指定にあ
たっては、都市浸水想定の区域や、
ハード整備後においても堤防からの越
水や無堤部からの溢水及び内水等によ
る浸水が想定される区域について、水
田等の土地利用形態や「大和川流域に
おける総合治水の推進に関する条例」
で指定している市街化編入抑制区域、
住家の立地等の周辺の土地利用の状況
等を考慮した上で、当該土地の所有者
の同意を得て指定するものとし、先行
して大和郡山市や川西町、田原本町な
どで区域の指定の検討を行う。

　第11章　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針

（省略）浸水被害防止区域の指定にあ
たっては、都市浸水想定を踏まえ、
ハード整備後、水害リスクマップ（浸
水範囲と浸水頻度の関係をわかりやす
く示した地図）等も参考として、現地
の地盤の起伏や「大和川流域における
総合治水の推進に関する条例」で指定
している市街化編入抑制区域、土地利
用形態等を考慮した上で、奈良県知事
が市町村長からの意見聴取等を実施
し、関係者の意向を十分踏まえて指定
するものとし、先行して川西町や田原
本町などで区域の指定の検討を行う。

　第11章　第1節　貯留機能保全区域
の指定の方針

（省略）貯留機能保全区域の指定にあ
たっては、都市浸水想定の区域や、
ハード整備後においても堤防からの越
水や無堤部からの溢水及び内水等によ
る浸水が想定される区域について、水
田等の土地利用形態や「大和川流域に
おける総合治水の推進に関する条例」
で指定している市街化編入抑制区域、
住家の立地等の周辺の土地利用の状況
等を考慮した上で、当該土地の所有者
の同意を得て指定するものとし、先行
して大和郡山市や川西町、田原本町な
どで区域の指定の検討を行う。

　第11章　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針

（省略）浸水被害防止区域の指定にあ
たっては、都市浸水想定を踏まえ、
ハード整備後、水害リスクマップ（浸
水範囲と浸水頻度の関係をわかりやす
く示した地図）等も参考として、現地
の地盤の起伏や「大和川流域における
総合治水の推進に関する条例」で指定
している市街化編入抑制区域、土地利
用形態等を考慮した上で、奈良県知事
が市町村長からの意見聴取等を実施
し、関係者の意向を十分踏まえて指定
するものとし、先行して川西町や田原
本町などで区域の指定の検討を行う。

　第11章第1節に記載のとおり、貯留機能保全区域や
浸水被害防止区域の指定にあたっては、都市浸水想定
を踏まえ、「大和川流域における総合治水の推進に関
する条例」で指定している市街化編入抑制区域や土地
利用形態等を考慮した上で、関係者の意向を十分踏ま
えて指定するものとしております。

◎貯留機能保全区域、浸水被害防止区域
　当該区域の指定は、資産価値の低下に繋がりかねな
いと考える。実施にあたっては、個人の権利を十分尊
重したうえで合意形成が必須と考える。

46
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63
第11章
第2節

48

　今後、浸水被害防止区域等を指定するには、地域住
民への事前周知が重要と考える。地域住民が「この地
域はこういった治水上の課題があるため、県知事から
○○の指定を受ける」という背景を十分に理解できる
手続きが必要だ。
　早い内にタイムスケジュールを周知し、地域住民に
とっても手戻りがないよう配慮しておかなければなら
ない。

　ご意見のとおりであり、浸水被害防止区域について
は、洪水が発生した場合に著しい危害が生じるおそれ
がある土地について、水害リスクをお示しながら、関
係者の意向を十分踏まえた上で指定することとしてお
り、第11章第2節に記載したとおり、取り組んで参り
ます。

　第11章　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針

　浸水被害防止区域は、洪水が発生し
た場合に著しい危害が生ずるおそれが
ある土地において、開発規制・建築規
制を措置することで高齢者等の要配慮
者をはじめとする住民等の生命・身体
を保護するために指定する。
　浸水被害防止区域の指定にあたって
は、都市浸水想定を踏まえ、ハード整
備後、水害リスクマップ（浸水範囲と
浸水頻度の関係をわかりやすく示した
地図）等も参考として、現地の地盤の
起伏や「大和川流域における総合治水
の推進に関する条例」で指定している
市街化編入抑制区域、土地利用形態等
を考慮した上で、奈良県知事が市町村
長からの意見聴取等を実施し、関係者
の意向を十分踏まえて指定するものと
し、先行して川西町や田原本町などで
区域の指定の検討を行う。

　第11章　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針

　浸水被害防止区域は、洪水が発生し
た場合に著しい危害が生ずるおそれが
ある土地において、開発規制・建築規
制を措置することで高齢者等の要配慮
者をはじめとする住民等の生命・身体
を保護するために指定する。
　浸水被害防止区域の指定にあたって
は、都市浸水想定を踏まえ、ハード整
備後、水害リスクマップ（浸水範囲と
浸水頻度の関係をわかりやすく示した
地図）等も参考として、現地の地盤の
起伏や「大和川流域における総合治水
の推進に関する条例」で指定している
市街化編入抑制区域、土地利用形態等
を考慮した上で、奈良県知事が市町村
長からの意見聴取等を実施し、関係者
の意向を十分踏まえて指定するものと
し、先行して川西町や田原本町などで
区域の指定の検討を行う。

64
第11章
第2節

48

　流域水害対策計画書（素案）P48に浸水被害防止区
域の指定方針が示されており、川西町をモデルにして
いくとのことであるが、浸水被害防止区域の指定には
着手しているのか。
　内水が課題であると感じている。根本的な内水対策
として、例えば大規模な雨水貯留管などの対策を取り
組んでいただきたい。

　第11章第2節に記載のとおり、貯留施設の整備を推
進していきますが、川西町など洪水が発生した場合に
著しい危害が生じるおそれがある土地については、浸
水被害防止区域の指定についても、今後、検討して参
ります。

　第11章　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針

　浸水被害防止区域の指定にあたって
は、都市浸水想定を踏まえ、ハード整
備後、水害リスクマップ（浸水範囲と
浸水頻度の関係をわかりやすく示した
地図）等も参考として、現地の地盤の
起伏や「大和川流域における総合治水
の推進に関する条例」で指定している
市街化編入抑制区域、土地利用形態等
を考慮した上で、奈良県知事が市町村
長からの意見聴取等を実施し、関係者
の意向を十分踏まえて指定するものと
し、先行して川西町や田原本町などで
区域の指定の検討を行う。

　第11章　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針

　浸水被害防止区域の指定にあたって
は、都市浸水想定を踏まえ、ハード整
備後、水害リスクマップ（浸水範囲と
浸水頻度の関係をわかりやすく示した
地図）等も参考として、現地の地盤の
起伏や「大和川流域における総合治水
の推進に関する条例」で指定している
市街化編入抑制区域、土地利用形態等
を考慮した上で、奈良県知事が市町村
長からの意見聴取等を実施し、関係者
の意向を十分踏まえて指定するものと
し、先行して川西町や田原本町などで
区域の指定の検討を行う。
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65
第12章
第2節

50

　河川によって水位上昇の仕方も異なると思うが、ど
れくらいで水位上昇するかという情報がわかると避難
のタイミングがわかりやすいと思う。

　第12章第1節に記載のとおり、避難行動の判断に必
要な河川水位に関する情報を発信して参ります。

　第12章　第1節　リスクコミュニ
ケーションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を念頭に、減災対策協議会等による関
係機関との連携強化や市町村等との
ホットラインによる河川情報の共有、
河川管理者、下水道管理者及び地方公
共団体は被害の最小化を図るため、洪
水ハザードマップや内水ハザードマッ
プの作成・周知、住民一人一人の避難
計画・情報マップの作成促進、小中学
校や地域を対象とした水災害教育の実
施、災害時における関係機関及び住民
との避難行動の判断に必要な河川水位
に関する迅速な情報提供・収集に向け
た取組等について推進する。

　第12章　第1節　リスクコミュニ
ケーションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を念頭に、減災対策協議会等による関
係機関との連携強化や市町村等との
ホットラインによる河川情報の共有、
河川管理者、下水道管理者及び地方公
共団体は被害の最小化を図るため、洪
水ハザードマップや内水ハザードマッ
プの作成・周知、住民一人一人の避難
計画・情報マップの作成促進、小中学
校や地域を対象とした水災害教育の実
施、災害時における関係機関及び住民
との避難行動の判断に必要な河川水位
に関する迅速な情報提供・収集に向け
た取組等について推進する。

66
第12章
第1節

50

　地球温暖化、最近の異常気象の影響により、局地的
豪雨や大型の台風などが起こり、全国各地で河川氾濫
や土砂崩れなどの災害が頻繁に発生している。大和川
に於いても、河川の整備や治水対策が施されている
が、自然現象の変化についていけてない状況ではない
か。
　災害の発生は免れないとしても、被害を軽減する働
きが重要ではないかと考える。
　行政として、平常時から水害リスクや避難先等の情
報を住民に共有し、地域の住民や団体等、ボランティ
アなどを活発に取り入れた自主防災の組織構築、自ら
守るという意識を高める地域コミュニティー、災害発
生に備え、想定される災害予測と発生時にはどのよう
に避難し、どのような備えが必要かを学ぶことのでき
る場を積極的に設け、地域の防災力強化を図ってもら
いたい。

　第12章第1節に記載のとおり、地域の防災力向上に
向けて、平常時からの河川情報の共有や地域コミュニ
ティ形成の強化、出前講座の開催等の防災教育や防災
知識の普及に取り組んで参ります。

 第12章　第1節　リスクコミュニケー
ションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を 念頭に、減災対策協議会等による
関係機関との連携強化や市町村等との
ホットラ インによる河川情報の共
有、河川管理者、下水道管理者及び地
方公共団体は被害 の最小化を図るた
め、洪水ハザードマップや内水ハザー
ドマップの作成・周知、 住民一人一
人の避難計画・情報マップの作成促
進、小中学校や地域を対象とした 水
災害教育の実施、災害時における関係
機関及び住民との避難行動の判断に必
要 な河川水位に関する迅速な情報提
供・収集に向けた取組等について推進
する。 また、要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成、実施義務化
されている 避難訓練の徹底を図ると
ともに、助言・勧告制度を活用し避難
確保の実効性を高める。

 第12章　第1節　リスクコミュニケー
ションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を 念頭に、減災対策協議会等による
関係機関との連携強化や市町村等との
ホットラ インによる河川情報の共
有、河川管理者、下水道管理者及び地
方公共団体は被害 の最小化を図るた
め、洪水ハザードマップや内水ハザー
ドマップの作成・周知、 住民一人一
人の避難計画・情報マップの作成促
進、小中学校や地域を対象とした 水
災害教育の実施、災害時における関係
機関及び住民との避難行動の判断に必
要 な河川水位に関する迅速な情報提
供・収集に向けた取組等について推進
する。 また、要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成、実施義務化
されている 避難訓練の徹底を図ると
ともに、助言・勧告制度を活用し避難
確保の実効性を高める。
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67
第12章
第1節

50

◎リスクコミュニケーション
　平常時から水害のリスク・避難先の情報を地域コ
ミュニティーで共有することは大切であり、加えて、
独居老人などの要配慮者の状況を把握しておくことも
大切である。
　上記を達成するため、有識者・専門家による講習会
開催などを含めた支援をお願いしたい。

　第12章第1節に記載のとおり、防災意識向上に向け
た講習会や住民参加型の避難訓練の実施、地域コミュ
ニティ形成の強化などに取り組んで参ります。

　第12章　第1節　リスクコミュニ
ケーションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を 念頭に、減災対策協議会等による
関係機関との連携強化や市町村等との
ホットラ インによる河川情報の共
有、河川管理者、下水道管理者及び地
方公共団体は被害 の最小化を図るた
め、洪水ハザードマップや内水ハザー
ドマップの作成・周知、 住民一人一
人の避難計画・情報マップの作成促
進、小中学校や地域を対象とした 水
災害教育の実施、災害時における関係
機関及び住民との避難行動の判断に必
要 な河川水位に関する迅速な情報提
供・収集に向けた取組等について推進
する。 また、要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成、実施義務化
されている 避難訓練の徹底を図ると
ともに、助言・勧告制度を活用し避難
確保の実効性を高める。

　第12章　第1節　リスクコミュニ
ケーションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を 念頭に、減災対策協議会等による
関係機関との連携強化や市町村等との
ホットラ インによる河川情報の共
有、河川管理者、下水道管理者及び地
方公共団体は被害 の最小化を図るた
め、洪水ハザードマップや内水ハザー
ドマップの作成・周知、 住民一人一
人の避難計画・情報マップの作成促
進、小中学校や地域を対象とした 水
災害教育の実施、災害時における関係
機関及び住民との避難行動の判断に必
要 な河川水位に関する迅速な情報提
供・収集に向けた取組等について推進
する。 また、要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成、実施義務化
されている 避難訓練の徹底を図ると
ともに、助言・勧告制度を活用し避難
確保の実効性を高める。

68 第12章 50

　「第１節リスクコミニケーションの実施」の中で指
摘されている「洪水ハザードマップや内水ハザード
マップの作成・周知、住民一人一人の避難計画・情報
マップの作成促進、小中学校や地域を対象とした水災
害教育の実施」は防災・減災上極めて大切な指摘だ。
水害の発生が迫ってきている時点では、リアルタイム
の水位情報、ライブカメラ映像などの情報発信が流域
住民の避難行動を促すことに繋がる。そのようなとき
にはアクセスが集中するので、サーバーがダウンしな
いような、IT 体制の強化も一層重要となる。
　小学校で学習指導要領が改訂され、「防災学習」が
導入された。この学習には専門家としての河川行政に
関わる職員が「小学生にも分かりやすい出前授業」等
で学校教育を支援して頂きたい。

　第12章第1節に記載したとおり、避難行動の判断に
必要な情報発信の取り組みや、小中学校や地域を対象
とした水災害教育の実施を推進して参ります。
　なお、IT体制の強化についても、今後、検討して参
ります。

　第12章　第1節　リスクコミュニ
ケーションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を念頭に、減災対策協議会等による関
係機関との連携強化や市町村等との
ホットラインによる河川情報の共有、
河川管理者、下水道管理者及び地方公
共団体は被害の最小化を図るため、洪
水ハザードマップや内水ハザードマッ
プの作成・周知、住民一人一人の避難
計画・情報マップの作成促進、小中学
校や地域を対象とした水災害教育の実
施、災害時における関係機関及び住民
との避難行動の判断に必要な河川水位
に関する迅速な情報提供・収集に向け
た取組等について推進する。

　第12章　第1節　リスクコミュニ
ケーションの充実

　流域のあらゆる関係者によるリスク
コミュニケーションの充実を図ること
を念頭に、減災対策協議会等による関
係機関との連携強化や市町村等との
ホットラインによる河川情報の共有、
河川管理者、下水道管理者及び地方公
共団体は被害の最小化を図るため、洪
水ハザードマップや内水ハザードマッ
プの作成・周知、住民一人一人の避難
計画・情報マップの作成促進、小中学
校や地域を対象とした水災害教育の実
施、災害時における関係機関及び住民
との避難行動の判断に必要な河川水位
に関する迅速な情報提供・収集に向け
た取組等について推進する。
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69 第12章 50

　災害時だけでなく、普段から河川行政に流域住民の
参加と関心を高めるためにも、大和川流域について
の、自然環境、災害情報、歴史・文化的側面、河川行
政の進捗状況などを、総合的に見学・体験できる施設
が必要である。その施設を拠点にして、河川に親しむ
活動や、防災を学ぶ活動などに大いに利用できること
が期待できる。
　流域住民が子どもたちを含めて気軽に訪れ、体験し
学べる施設の建設を要望する。又、その施設での住民
の見学などをサポートする職員の常駐なども必要であ
る。

　いざというときに円滑に避難行動がとれるよう、平
常時から防災意識の向上を目的とした防災教育の支援
を推進して参ります。
　なお、体験し学べる施設の建設については要望事項
として取扱いさせて頂きます。

- -

70 第12章 50

　国や県、あるいは関連する部署間で連携が取れてい
ないと事業が進まないので、縦・横の連携を図ってほ
しい。また、防災の考え方として、住民・行政ともに
地震を念頭に置いており、風水害に対する意識が低い
と感じている。マイタイムラインの取り組みを各自治
会で進めようとしているが、他にも支援いただきた
い。

マイタイムラインの取り組み以外にも、風水害に対す
る防災意識の向上を図るなど、地域の安全性を向上さ
せる取り組みを第12章第2節に記載しており、ソフト
面の取り組みも実施して参ります。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。
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　国、県、自治体で協力して、災害の恐れがあること
を地域に早期に知らせる仕組みを作ってもらいたい。
日中は仕事に出ている人が多く、高齢者だけが家に
残っている場合は避難が難しい。地域全体で助け合う
ことが必要だと思う。

　第12章第2節に記載のとおり、避難行動の判断に必
要な情報発信の強化や高齢者等の避難の実効性を確保
する取り組みを推進して参ります。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。
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51

　川西町は町全体が低平地で浸水被害が大規模に発生
すれば避難所が水没する危険性がある。また、道路が
浸水すると避難所まで行くことができない。大規模氾
濫域の減災にかかる取り組み方針の「避難」「防ぐ」
「回復」が必要であるが、まずは大規模氾濫が発生し
ない対策を講じていただきたい。

　第2章第1節に記載のとおり、河川・下水道整備の加
速化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の一層の推進に
より、大和川本川・佐保川の堤防決壊による壊滅的な
被害を解消して参ります。

第2章　第1節　基本的な考え方

　また、流域全体については、昭和57
年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（計画対象降雨）
として定め、河川・下水道整備の加速
化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の
一層の推進により、大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解
消させるとともに、一部支川氾濫や内
水による浸水が想定される区域におい
ては、水害リスク（浸水深や浸水頻度
等）や奈良県の『大和川流域における
総合治水の推進に関する条例』に基づ
く市街化編入抑制区域の指定状況を踏
まえ、まちづくり計画などを考慮のう
え、土地利用規制（浸水被害防止区域
の指定）等を活用し、流域内住民等の
安全の確保を図る。

第2章　第1節　基本的な考え方

　また、流域全体については、昭和57
年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（計画対象降雨）
として定め、河川・下水道整備の加速
化や雨水貯留浸透施設等の流域対策の
一層の推進により、大和川本川・佐保
川の堤防決壊による壊滅的な被害を解
消させるとともに、一部支川氾濫や内
水による浸水が想定される区域におい
ては、水害リスク（浸水深や浸水頻度
等）や奈良県の『大和川流域における
総合治水の推進に関する条例』に基づ
く市街化編入抑制区域の指定状況を踏
まえ、まちづくり計画などを考慮のう
え、土地利用規制（浸水被害防止区域
の指定）等を活用し、流域内住民等の
安全の確保を図る。
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　流域水害対策計画を多くの住民に理解してもらうの
は難しいと思われる。そこで住民の防災意識を高める
ために地域の防災活動に携わっている自主防災会、自
治体職員、地元企業等に対して、流域水害対策計画の
説明、浸水被害発生時の対応、被害を最小限に食い止
める方法等、防災に関する講習会を定期的に開催して
いただきたい。町には自主防災連絡協議会があり、全
自治会の自主防災会が参加している。町の防災力を更
に向上させたいと願っている。

　第12章第2節に記載のとおり、防災意識向上に向け
た講習会や住民参加型の避難訓練の実施、地域コミュ
ニティ形成の強化などに取り組んで参ります。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。
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　急激な水位上昇及び浸水に対して、迅速、的確かつ
主体的な避難行動をとる取組みとして、住民に不安を
あおることなく、いざという時に、円滑に避難できる
ようハザードマップ等の活用において、住民一人一人
の避難行動計画（マイ・タイムライン）の作成や地域
性を踏まえた訓練が促進されるよう行政からの支援を
お願いしたい。

　第12章第2節に記載のとおり、洪水ハザードマップ
や内水ハザードマップの作成・周知・活用や、避難行
動計画（マイ・タイムライン）の作成、タイムライン
に基づく訓練の実施等の促進に向けた支援を行ってま
いります。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。

　第12章　第2節　大規模氾濫に関す
る減災対策

　平成27年に発生した関東・東北豪雨
災害を契機に水防災意識社会を再構築
することを目的に平成28年4月に、
「大和川上流部大規模氾濫に関する減
災対策協議会」を設立し、平成28年10
月に、大和川上流部大規模氾濫域の減
災に係る取組方針を策定した。
　また、緊急行動計画（平成29年6月
策定、平成31年1月改定）に基づく取
組方針に加え、以下の取組を流域で実
施することで地域の安全性をソフト面
から向上させていく。

75
第13章
第2節

54

　想定規模を超える雨が降ると、逆に対策前よりも被
害が大きくなることも考えられるので、対策量は大き
くしてもらいたい。

　第13章第2節に記載のとおり、想定規模を超える雨
が降ることも念頭に、氾濫の被害をできるだけ抑制す
る対策等を検討して参ります。

 　第13章　第2節計画対象降雨以外の
あらゆる降雨への対応

　計画対象降雨以外の想定し得るあら
ゆる洪水が発生することも可能な限り
想定し、地形条件等により水位が上昇
しやすい区間や氾濫した場合に特に被
害が大きい区間等における氾濫の被害
をできるだけ抑制する対策等を検討す
る。その際、各地域及び流域全体の被
害軽減、並びに地域の早期復旧・復興
に資するよう、必要に応じ関係機関と
の連絡調整を図る。
　さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減
らすために、流域内の土地利用や雨水
貯留等の状況の変化、利水ダムの事前
放流の実施状況等の把握及び治水効果
の定量的・定性的な評価を関係機関と
協力して進め、これらを流域の関係者
と共有し、より多くの関係者の参画及
び効果的な対策の促進に努める。

 　第13章　第2節計画対象降雨以外の
あらゆる降雨への対応

　計画対象降雨以外の想定し得るあら
ゆる洪水が発生することも可能な限り
想定し、地形条件等により水位が上昇
しやすい区間や氾濫した場合に特に被
害が大きい区間等における氾濫の被害
をできるだけ抑制する対策等を検討す
る。その際、各地域及び流域全体の被
害軽減、並びに地域の早期復旧・復興
に資するよう、必要に応じ関係機関と
の連絡調整を図る。
　さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減
らすために、流域内の土地利用や雨水
貯留等の状況の変化、利水ダムの事前
放流の実施状況等の把握及び治水効果
の定量的・定性的な評価を関係機関と
協力して進め、これらを流域の関係者
と共有し、より多くの関係者の参画及
び効果的な対策の促進に努める。
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　想定外の洪水が起こることも前提に置いて、避難な
ど命を守る対策も進めてもらいたい。高齢者は避難が
難しく、食糧の不足等のため避難を断られたことも
あった。

　第13章第2節に記載のとおり、想定規模を超える雨
が降ることも念頭に、氾濫の被害をできるだけ抑制す
る対策等を検討して参ります。

 　第13章　第2節計画対象降雨以外の
あらゆる降雨への対応

　計画対象降雨以外の想定し得るあら
ゆる洪水が発生することも可能な限り
想定し、地形条件等により水位が上昇
しやすい区間や氾濫した場合に特に被
害が大きい区間等における氾濫の被害
をできるだけ抑制する対策等を検討す
る。その際、各地域及び流域全体の被
害軽減、並びに地域の早期復旧・復興
に資するよう、必要に応じ関係機関と
の連絡調整を図る。
　さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減
らすために、流域内の土地利用や雨水
貯留等の状況の変化、利水ダムの事前
放流の実施状況等の把握及び治水効果
の定量的・定性的な評価を関係機関と
協力して進め、これらを流域の関係者
と共有し、より多くの関係者の参画及
び効果的な対策の促進に努める。

 　第13章　第2節計画対象降雨以外の
あらゆる降雨への対応

　計画対象降雨以外の想定し得るあら
ゆる洪水が発生することも可能な限り
想定し、地形条件等により水位が上昇
しやすい区間や氾濫した場合に特に被
害が大きい区間等における氾濫の被害
をできるだけ抑制する対策等を検討す
る。その際、各地域及び流域全体の被
害軽減、並びに地域の早期復旧・復興
に資するよう、必要に応じ関係機関と
の連絡調整を図る。
　さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減
らすために、流域内の土地利用や雨水
貯留等の状況の変化、利水ダムの事前
放流の実施状況等の把握及び治水効果
の定量的・定性的な評価を関係機関と
協力して進め、これらを流域の関係者
と共有し、より多くの関係者の参画及
び効果的な対策の促進に努める。

77 全体 －

　掲載された図表写真が本文中で引用されていないも
のが極めて多い。掲載したからには何らかの説明を本
文中に記すべきであろう。さもなければ掲載する必要
は無い。

　引用した図表写真については本文で説明を追記しま
した。

全体 全体

78 全体 －
全体的に手堅くまとめてられている。 　特定都市河川浸水被害対策法　第4条「流域水対策

計画の策定」に基づき、整理しております。 - -
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79 － －

　大和川流域で今後想定される人口減少やそれに伴う
土地利用の状況、気候変動による災害について具体的
なシナリオを作成し、各シナリオに対する対策を策定
していく必要がある。

　第2章及び第10章に記載したとおり、想定し得る最
大規模までのあらゆる水害リスクを可能な限り想定
し、人命を守り、経済被害の軽減に取り組んで参りま
す。
　また、流域の土地利用や人口・資産の集積状況など
を把握し、水害リスクを踏まえた土地利用の方向性を
整理したうえで、浸水被害対策について定めて参りま
す。

　第2章 大和川特定都市河川流域にお
ける浸水被害対策の基本方針

（省略）
さらに、想定し得る最大規模までのあ
らゆる水害リスクを可能な限り想定
し、人命を守り、経済被害の軽減に取
り組む。

　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　都市浸水想定に加え、雨水出水（内
水氾濫）浸水想定区域、過去の浸水実
績図、治水地形分類図などからハザー
ド情報などを把握するとともに、流域
の土地利用の現況や人口・資産の集積
状況などを把握し、水害リスクを評価
する。その上で、今後、都市浸水想定
のブロック毎に、水害リスクを踏まえ
た土地利用の方向性を整理し、浸水被
害対策について定めることとし、今
後、大和川流域水害対策協議会にて検
討していくものとする。

　第2章 大和川特定都市河川流域にお
ける浸水被害対策の基本方針

（省略）
さらに、想定し得る最大規模までのあ
らゆる水害リスクを可能な限り想定
し、人命を守り、経済被害の軽減に取
り組む。

　
　第10章　都市浸水想定の区域におけ
る土地の利用に関する事項

　都市浸水想定に加え、雨水出水（内
水氾濫）浸水想定区域、過去の浸水実
績図、治水地形分類図などからハザー
ド情報などを把握するとともに、流域
の土地利用の現況や人口・資産の集積
状況などを把握し、水害リスクを評価
する。その上で、今後、都市浸水想定
のブロック毎に、水害リスクを踏まえ
た土地利用の方向性を整理し、浸水被
害対策について定めることとし、今
後、大和川流域水害対策協議会にて検
討していくものとする。

80 － －

　国が行う河川の整備，奈良県が行う河川の整備，河
川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備，下水道管理
者が行う特定都市下水道の整備と明記されており、わ
かりやすく有用な計画になっている。

　特定都市河川浸水被害対策法　第4条「流域水対策
計画の策定」に基づき、整理しております。

- -

81 － －

　遊水地事業や田原本町で貯留浸透施設が進められて
いることが分かった。大和川流域の上流側の市町村と
一体となって進めていけたら、より効果が高いと感じ
た。浸水が発生する地域としない地域で温度差がある
が、協力できていけたらと思う。

　令和3年12月24日に大和川水系大和川等が特定都市
河川の指定を受け、河川管理者や流域の市町村に加え
て、下水道管理者、農林部局、まちづくり部局等、大
和川流域のあらゆる関係者が参画した『大和川流域水
害対策協議会』を令和4年1月12日に設立しました。流
域のあらゆる関係者と協働し、連携を図りながら流域
一体で総合的かつ多層的な浸水被害対策を講じて参り
ます。

- -

82 － －
　樋門の開け閉めの判断が難しく、市で工夫をしてみ
たが機能していない。マニュアルのようなものがあれ
ばありがたい。

　関係者間で連携し、適切な対応が出来るよう調整を
進めて参ります。 - -

83 － －

　対策施設を見学させてもらったが、スケールが小さ
いように感じた。亀の瀬の整備など、下流側で根本的
な対策を行うことが必要だと思う。

　現在も、大阪府側の大和川の河川改修による流下能
力向上や亀の瀬地すべり対策を実施していますが、一
方で流域対策を着実に実施していく必要があります。 - -
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大和川流域水害対策計画（素案）に対する意見と対応

84 － －
　王寺町では流木対策が進められているが、三郷町で
は対策が遅れている。立木の伐採を進めてほしい。

　河道内樹木の繁茂によって流下阻害とならないよ
う、河川の適性な維持管理に努めて参ります。 - -

85 － －

　一般住民は、こういった対策が行われているという
ことは知らない。河川管理者が先頭に立って、住民周
知を行ってほしい。三郷町の立木については、伐採し
てもらえれば住民が河川を意識するきっかけにもなる
と思うので、是非予算を付けて対策してもらいたい。

　一般住民に流域対策の取り組みを知ってもらえるよ
うＨＰや広報誌など情報発信に努めて参ります。
　また、河道内樹木の繁茂によって流下阻害とならな
いよう、河川の適性な維持管理に努めて参ります。 - -

86 － －

　窪田や保田に遊水地が出来るということで、岡崎川
の内水浸水被害については安心している。様々な取り
組みをやっているということをもっと広めた方がいい
のではないか。小中学生を対象にするのが良いと思
う。また、国管理河川と県管理河川の兼ね合いもある
と思うが、連携して対策を進めてほしい。

　一般住民に流域対策の取り組みを知ってもらえるよ
うＨＰや広報誌など情報発信に努めて参ります。
　令和3年12月24日には大和川水系大和川等が特定都
市河川の指定を受け、河川管理者や流域の市町村に加
えて、下水道管理者、農林部局、まちづくり部局等、
大和川流域のあらゆる関係者が参画した『大和川流域
水害対策協議会』を令和4年1月12日に設立しました。
流域のあらゆる関係者と協働し、連携を図りながら流
域一体で総合的かつ多層的な浸水被害対策を講じて参
ります。

- -

87 － －
　田原本町内には、寺川、飛鳥川、初瀬川が流れてい
るが、土砂がかなり堆積している。今後、浚渫を行っ
てもらえるのか教えてほしい。

　土砂堆積によって流下阻害となっている箇所につい
ては、浚渫するなど河川の適性な維持管理に努めて参
ります。

- -

88 － －

　高取町内では今まで大きな水害はなかった。大和川
の遊水地予定地を見せてもらったが構造がどうなるか
よくわからなかったので詳しく教えてほしい。

　遊水地事業の取り組みについて、ＨＰや広報誌など
情報発信に努めて参ります。

- -

89 － －

　貯留対策で時間稼ぎはできるだろうけど、亀の瀬を
どうにかクリアしないと根本的には解決できないので
はないか。貯める対策も大事だが、流す対策もしてい
ただきたい。

　現在も、大阪府側の大和川の河川改修による流下能
力向上や亀の瀬地すべり対策を実施していますが、一
方で流域対策を着実に実施していく必要があります。 - -

90 － －

　不毛田川第１樋門、第２樋門が閉まると水害を繰り
返している。それを受けて不毛田川遊水地を県と町の
ほうで対策を進めてもらっているが、残念だが本日の
資料の地図には河合地区は入っていない。県からの報
告では、想定よりも工程が遅れており、Ｒ４年度で測
量等のスケジュールに入るとのことであるが、滞りな
く遊水地計画が進むように再度お願いしたい。

　本地区については奈良県平成緊急内水対策事業で雨
水貯留浸透施設の整備を調整しているところです。引
き続き、県・町と連携しながら浸水被害軽減を図って
参ります。

- -
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総説 
 
大和川流域の奈良盆地では、「1 年日照りで、1 年洪水」という言葉があるように、

山が浅く保水能力が低いため、昔から水不足や水害に悩まされてきた。特に、降った

雨が山に貯まることなく、奈良盆地の低平地を流れ、亀の瀬狭窄部に向けて 156 本の

支川が放射状に１本に集まるなど、洪水が流れにくく、水害が発生しやすい特性を有

している。また、高度成長期に急激な都市化の進展によって、水田やため池などが減

少し、流域の保水機能が著しく低下し、いわゆる都市型水害が頻発した。 

そのため、大和川中上流域では、昭和 58 年に奈良県内の流域 25 市町村（当時）、

奈良県及び近畿地方建設局（当時）からなる「大和川流域総合治水対策協議会」を組

織し、流域がもつべき保水・遊水機能の確保及び適切な土地利用の誘導等を図ること

を目的に、大和川流域整備計画（昭和 60 年 7 月）を策定し、同計画に基づき、新た

な流域の開発に伴う流出を抑制するとともに、奈良県では、『大和川流域における総

合治水の推進に関する条例』を制定するなど、治水対策や流域対策を推進してきた。 

また、平成 29 年の台風 21 号による洪水では、昭和 57 年 8 月洪水を上回る洪水が

発生し、多くの浸水被害が発生した。この洪水を契機として、『奈良県平成緊急内水対

策事業』の着手などにより、総合治水の一層加速化を図っている。 

しかしながら、我が国では、近年、毎年のように全国各地で水災害が頻発している

とともに、気候変動の影響により、全国の一級水系で治水計画の目標とする規模の洪

水の流量の平均値は約 1.2 倍になり、洪水の発生頻度の平均値は約 2 倍と試算される

等、今後、降雨量や洪水発生頻度が増加し、水災害の激甚化が予測されている。 

このように、気候変動による降雨量の増加等の影響が河川整備の進捗を上回る新た

なフェーズに突入したとも言える。とりわけ、大和川中上流域は、亀の瀬狭窄部によ

って水位の低下が難しく、水害が発生しやすい特性を有しており、近年のため池の減

少、小規模開発の増加等により、内水氾濫等の浸水被害も頻発している状況にあり、

施設能力を超えた水災害への対応が急務である。 

このため、遊水地や河道掘削等の河川整備をより一層加速するとともに、大和川流

域のあらゆる関係者の協働により、流域全体で総合的かつ多層的な水災害対策「流域

治水」の考え方に基づく取組を実践していくことが重要である。 

このため、大和川中上流域の治水安全度の向上においては、当面、狭窄部の開削は

行えない状況であることを踏まえ、下流部への負荷を増大させずに上下流バランスを

図りながら、大和川流域では、「流域治水」の実効性を高め、強力に推進するための法

的枠組みである「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」の全面施行

に伴い、令和 3 年 12 月 24 日、同法律の施行後、全国初となる特定都市河川の指定を

受けたものである。 

この大和川流域水害対策計画は、このような流域の保水機能の低下等を踏まえ、特

定都市河川浸水被害対策法改正で新たに創設された様々な制度を活用することで、こ

れまでの大和川水系総合治水対策の取組を一歩進め、流域治水を計画的、効果的かつ

早期に進めることができるよう河川管理者・下水道管理者及び流域自治体、地域の防

災リーダーなど、大和川流域の関係者の協働による総合的な浸水被害対策を定めたも

のである。本計画に沿って、水害に強いまち（流域）づくりを目指し、関係者が一体

となって流域治水を本格的に実践し、流域の早期かつ確実な治水安全度の向上を図る。 
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第1章 大和川特定都市河川流域の現状と課題 

 大和川特定都市河川流域と大和川特定都市河川、大和川特定都市下水道

の概要 

第1項 大和川特定都市河川流域の概要 

大和川は、その源を奈良県桜井市の笠置山地に発し、奈良盆地、亀の瀬狭窄部、

河内平野を経て大阪湾に注ぐ、幹川流路延長 68km、流域面積 1,070km2 の一級

河川である。 
大和川流域は、山が浅く保水能力が低いため、昔から水不足や水害に悩まされ

てきた。特に、山地から亀の瀬狭窄部までの中上流域では奈良盆地の低平地を流

れ、亀の瀬狭窄部に向けて 156 本の川が放射状に１本に集まるなど、水害が発生

しやすい特性を有している。 
奈良盆地では、古代より潅漑用水を確保するため、多くのため池を築造すると

ともに、条里制（古代の土地区画制度）と合せて大和川支川の寺川、飛鳥川、曽

我川などを付け替え、高い標高の河川から取水した水を再び低い標高の河川に集

めることで、水を効率的に利用し、洪水時に一気に河川に雨水が流れ込むのを防

いできた。また、奈良盆地には、集落の周囲に堀をめぐらせ、外敵の進入を防ぎ、

潅漑用水の確保や水害を防ぐために造られた弥生時代の環濠集落も残っている。 
このように、大和川中上流域では、昔から水を一滴も無駄なく使う工夫や雨水

をできるだけ貯め、ゆっくり水を回しながら河川の増水を防ぐシステムが備わっ

ている。 
しかしながら、高度経済成長期の急激な都市開発等によって水田やため池など

が減少し、保水機能が著しく低下し、いわゆる都市型の浸水被害が頻発している。

また、近年、気候変動等の影響に伴う豪雨災害の頻発化・激甚化等により、さら

に浸水被害が増加傾向にある。 
 

表 1-1 流域の諸元 

項 目 諸 元 備 考 

河川流路延長 68 ㎞ 
（42.5 ㎞） （ ）は奈良県域 

流域面積 1,070 ㎢ 
（712 ㎢） （ ）は奈良県域 

流域市町村 21 市 15 町 2 村 
（11 市 13 町 1 村） 

（ ）は奈良県域 
令和 4 年 5 月現在 
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図 1-1 大和川流域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2 大和川流域（奈良県域）の標高図 

 

柏原地点 



3 

 土地利用の変遷 

奈良県下の大和川流域は京阪神地区に隣接しており、交通の利便性も高いこと

から、昭和 30 年代後半の高度経済成長期以後、流域の開発が急速に進展してい

る。 
このため、流域内の市街地は昭和 44 年には流域の約 16％に過ぎなかったが、

昭和 56 年には約 23％、平成 28 年には約 33％となっており、特に佐保川、竜田

川、富雄川、葛下川流域等の都市化の進展が著しい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：昭和 44 年、昭和 56 年は「大和川流域整備計画」より、 
平成 3 年、平成 9 年、平成 18 年、平成 28 年は国土数値情報「土地利用細分

メッシュ」を用いて集計 

図 1-3 大和川流域(奈良県域)の土地利用変化  
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図 1-4 大和川流域(奈良県域)の土地利用変遷図 
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出典：昭和 44 年、昭和 56 年は「大和川流域整備計画」より、 
平成 28 年は国土数値情報「土地利用細分メッシュ」 



5 

 人口の推移 

奈良県下の大和川流域の宅地開発は昭和 30 年代後半から急速に進み、それに

伴い人口も急激に増加、平成 12 年に約 132 万人でピークとなり以降は減少傾向

となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査人口等基本集計（総務省統計局）、令和 2年のみ国勢調査人口速報集計 

図 1-5 大和川流域(奈良県域)に係わる市町村の総人口の推移 

 

 降水特性 

奈良盆地は内陸性気候に属し、一日の気温差と一年を通しての気温差が大きい。

奈良の平年値降水量※1)は約 1,400mm であり、全国平均年降水量※2)の約

1,700mm を下回っている。 
奈良観測所において時間降水量が 50 ㎜を超過した回数は、昭和 36 年～平成 2

年（1961～1990）の 30 年間で 1 回、平成 3 年～令和 2 年（1991～2020）の 30
年間では 6 回と増加している。 

※1)奈良平年値降水量：平成 3～令和 2 年（1991～2020 年）、出典：気象庁 

※2)全国平均年降水量：昭和 61～平成 27 年（1986～2015 年）、出典：国土交通省「日本の水資源の現況」） 

 

 

 

 

 
 

図 1-6 年最大時間降水量の経年変化（奈良観測所） 
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第2項 大和川特定都市河川の概要 

大和川中上流域は、奈良盆地の低平地を流れ、奈良県と大阪府の府県境に位置

する亀の瀬狭窄部に向けて 156 本の川が放射状に１本に集まるなど、水害が発生

しやすい特性を有している。一方、下流部は、宝永元年（1704 年）にわずか 8 ヶ

月で大和川が付け替えられた人工河川で、堤防が高く、人口・資産が高密度に集

積するなど、水害リスクが極めて高い。 
また、亀の瀬狭窄部では、昭和 6 年～7 年、昭和 42 年など、大規模な地すべ

り被害が発生しており、昭和 37 年より国直轄施工による地すべり対策事業を実

施している。 
そのため、河川整備計画では、新たな地すべり対策が必要となる亀の瀬狭窄部

の開削を行わないことを前提に、上下流、本支川の治水安全度のバランスを確保

しながら河川整備を推進している。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-8 大和川付替地図 

 
 
 

 

図 1-7 大和川河川図 

 
 
 

 

 

写真 1-1 昭和 6 年 亀の瀬地すべり被害状況 
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 【大和川】 

近代における治水事業としては、昭和 6 年の亀の瀬地すべりによる大和川の閉

塞を契機に、災害復旧工事が昭和 7 年に着工され、引き続いて昭和 8 年には大和

川応急工事が着工、昭和 10 年に完成している。しかし、昭和 9 年以降も洪水に

よる被害が相次ぎ、抜本的な改修の要請が高まったため、昭和 12 年に直轄河川

改修工事として計画高水流量を柏原地点 2,000m3/s に定め、本格的な改修に着手

している。 
その後、昭和 28 年洪水を踏まえ、昭和 29 年に直轄改修計画を策定し、計画高

水流量を柏原地点で 2,500m3/s、王寺地点で 1,900m3/s に引き上げている。 
昭和 41 年には昭和 39 年の河川法の改正に伴い一級水系に指定されるととも

に、工事実施基本計画を策定している。さらに、流域の開発による人口及び資産

の増大、土地利用の高度化に伴い、治水安全度を高めることを目的として、昭和

51 年には柏原地点の計画高水流量を 5,200m3/s とする全面改定を行っている。 
昭和 60 年には大和川中上流域の急激な都市化による浸水被害の増加を踏まえ、

流域がもつべき保水・遊水機能の確保及び適切な土地利用の誘導等を図る総合治

水対策の推進を目的に、大和川流域整備計画（以下、「流域整備計画」とする。）

を策定している。 
また、平成 9 年の河川法の改正に伴い、最新の知見を踏まえて治水計画の検証

を行い、基準点柏原における基本高水のピーク流量は 5,200m3/s、これを洪水調

節施設により 400m3/s を調節し、計画高水流量を 4,800m3/s とする大和川水系河

川整備基本方針が、平成 21 年 3 月に策定している。 
今後、概ね 30 年間における具体的な河川整備として、戦後最大となる昭和 57

年 8 月洪水と同規模の洪水が発生しても、洪水氾濫による浸水被害を防止するこ

とを目的に、平成 25 年 11 月に大和川水系河川整備計画（国管理区間）を策定し

ている。大和川ではこの計画に基づき築堤や河道掘削、下流部では超過洪水対策

として高規格堤防等の整備を行い、また、洪水調節施設として、中流部に遊水地

の整備を進めている。 
 

【大和川の支川】 

県管理河川の治水事業としては、流域全体を地域特性等から 4 つの圏域（平 城
へいじょう

圏域、生駒いかるが圏域、曽我
そ が

葛城
かつらぎ

圏域、布留
ふ る

飛鳥
あ す か

圏域）に分割し、各圏域ごと

の大和川水系河川整備計画に基づき、洪水による災害の発生を防止又は軽減する

ため、概ね 10 年に 1 回程度の確率で発生しうる規模の降雨の洪水を安全に流下

させることを目的に河川改修や遊水地、ダム等の整備を行っている。 
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 平城圏域 

圏域は西側が西ノ京丘陵、北側が標高 250ｍ前後の平城山
な ら や ま

丘陵により、また、

東側は若草山（標高 342ｍ）、城山（標高 529ｍ）、高峰山（標高 633ｍ）が南北

に連なる大和
や ま と

青垣
あおがき

と呼ばれる山地により囲まれており、南に向かって沖積平野が

開けている。 
圏域は、佐保川及びその支川から形成される流域である。佐保川の支川として、

北側から順に菰
こも

川
がわ

放水路、菩提
ぼ だ い

川、菰
こも

川、岩井川、能登川、秋篠
あきしの

川、前川放水路、

蟹
かに

川、地蔵院
じぞういん

川、菩提
ぼ だ い

仙
せん

川、 量
はかり

川、高瀬川及び珊瑚
さ ん ご

珠
じゅ

川等がある。 
本圏域の県管理河川では、総合治水特定河川の指定を受けた佐保川・秋篠川・

岩井川・地蔵院川等の河川改修を推進するとともに、県・市において、ため池や

グラウンドを利用した雨水貯留施設の整備、ため池の保全、緑地の保全、雨水浸

透阻害行為に対する調整池の設置許可等を行っている。 
 

 生駒いかるが圏域 

圏域の西側は、生駒山（標高 642m）・信貴山（標高 437m）が連なる生駒山地

で大阪府と境し、北側は標高 250m 前後の京阪奈丘陵により淀川流域と接し、東

側は西ノ京丘陵により囲まれている。さらに圏域内は、松尾山（標高 315m）を

中心とする矢田丘陵により東西に大きく二分され、西側は竜田川流域、東側は富

雄川流域が占めている。南東部は、大和川に向かって緩やかに傾斜した低平地が

形成されている。 
圏域の基幹となる河川は、竜

たつ

田
た

川と富雄川の二つの一次支川である。竜田川は、

生駒山地と矢田丘陵の間を南流している。途中、生駒山地・矢田丘陵に源を発す

る多くの二次支川を合流しながら大和川に流入する。富雄川は生駒市北部の京阪

奈丘陵にその源を発し、矢田丘陵と西ノ京丘陵の間を南流し大和川に流入する。

南部では、岡崎川、三代川、実
さね

盛
もり

川等の小規模な河川が大和川に流入している。 
本圏域では、県管理河川である竜田川・富雄川等の河川改修を促進するととも

に、県・市町において、ため池やグラウンドを利用した雨水貯留浸透施設の整備、

雨水浸透阻害行為に対する調整池の設置許可等を行っている。 
 
 
 
 



9 

 曽我葛城圏域 

圏域の北部は標高 70～80m の馬見丘陵のほかはほとんど起伏のない低平な沖

積平野が広がり、西部の大阪府との府県境には標高 1,000m 級の金剛山・葛城山

が、南部の竜門山地西端と東南部の巨勢山
こ せ や ま

丘陵地は比較的おだやかな標高 150m
～350m の起伏をなしており、これらの山に端を発する葛城

かつらぎ

川水系・曽我
そ が

川水系

の河川が平地部をうるおしている。 
圏域は、大和川の一次支川である曽我川、葛

かつ

下
げ

川等とその支川から形成される

流域である。曽我川の支川には葛城川、高田川、高取川等がある。 
本圏域では、県管理河川である葛下川・高田川・葛城川・曽我川等の河川改修

を推進するとともに、県・市町村において、ため池やグラウンドを利用した雨水

貯留施設の整備、ため池の保全、緑地の保全、雨水浸透阻害行為に対する調整池

の設置許可等を行っている。  

 布留飛鳥圏域 

圏域の東側は奈良盆地の東縁をなす大和高原(標高 300～500ｍ)、南側は紀の

川(吉野川)との分水嶺である竜門山地(標高 500～800ｍ)により囲まれ、北西に向

かって沖積平野が開けている。 
圏域は、大和川とその支川

から形成される流域である。

大和川の支川として布留
ふ る

川、

寺川及び飛鳥
あ す か

川等がある。 
本圏域では、県管理河川で

ある大和川・布留川北流・布留

川南流・寺川・飛鳥川等の河川

改修を推進するとともに、県・

市町村において、ため池やグ

ラウンドを利用した雨水貯留

施設の整備、ため池の保全、緑

地の保全、雨水浸透阻害行為

に対する調整池の設置許可等

を行っている。 
 

 

                     図 1-9 圏域区分図 
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第3項 大和川特定都市下水道の概要 

下水道については、都市化の進展に伴う公共用水域の水質汚濁の防止と快適な

生活環境の確保を目的に、県内では奈良市が昭和 26 年から公共下水道の整備に

着手して以来、流域内の全 25 市町村において公共下水道事業を実施している。 
古くから整備された奈良市の旧市街地等、大和川の奈良県域の一部では、雨水

と汚水を一緒に処理する合流式下水道が採用されている。合流式下水道は、一定

量以上の降雨時に未処理下水の一部がそのまま放流されるため、公衆衛生・水質

保全・景観に影響を及ぼすことが懸念されるが、公共用水域への放流回数の低減

や夾雑物の流出を防止することを目的とした対策を行い、良好な環境を確保して

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-10 下水道事業計画区域（雨水および合流式） 

：洪水浸水想定区域指定河川（国管理）
：洪水浸水想定区域指定河川（県管理）
：下水道 事業計画区域（雨水）
：下水道 事業計画区域（合流式）
：ポンプ場・雨水貯留池
：大和川流域（奈良県域）
：行政界

国管理河川
県管理河川
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また、雨水整備事業については、浸水被害軽減を図るため、雨水幹線、貯留管

及びポンプ場の整備等による浸水対策（雨水排水施設整備）を行うとともに、総

合治水対策の一環として雨水排水施設整備に取り組んでいる。各市町のこれまで

の整備の状況は表 1-2、1-3、1-4 のとおりである。 
一方で、大和川の奈良県域における内水による床上浸水被害は毎年のように発

生しているが、特に近年では平成 19 年 7 月豪雨や平成 29 年台風 21 号による大

雨の際に複数の市町村において大きな被害があった。これらの浸水実績を鑑み、

河川事業等と連携しながら、浸水対策に関して下水道法に基づく事業計画に定め

る予定処理区域（以下、「事業計画区域」という）を持つ市町村については事業計

画に基づき雨水排水施設整備を進めるとともに、気候変動による将来の降雨量の

増加を考慮し、整備が完了した区域も含め、事前防災の考え方に基づいた整備を

検討する必要がある。 
 

表 1-2 雨水の事業計画区域における整備状況 

市町名 事業計画面積

（ha） 
整備済み面積 

(ha) 
整備率 

奈良市 201.9 201.9 100% 
大和高田市 59.8 59.8 100% 
天理市 1163.3 262.9 23% 
橿原市 1693.8 1448.6 86% 
桜井市 4.0 4.0 100% 
御所市 108.5 21.0 19% 
生駒市 256.8 256.8 100% 
香芝市 150.1 106.0 71% 
三郷町 298.0 298.0 100% 
王寺町 138.3 71.0 51% 
広陵町 242.1 242.1 100% 
合計 4316.6 2972.1 69% 

令和 3 年 3 月末時点    
※奈良市、大和郡山市においては、一部の地域において合流式下水道により 
雨水を排除している 
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表 1-3 内水排除ポンプ一覧 

市町名 排水区 ポンプ場 
ポンプ能力 

（ｍ3/ｓ） 
整備状況 

大和高田市 高田川排水区高田分区 高田雨水ポンプ場 5.2 整備済 

天理市 布留川北流第二排水区 嘉幡雨水ポンプ場 6.8 整備済 

橿原市 米川右岸排水区 橿原第 9 号ポンプ場 0.3  

御所市 柳田川排水区 西御所ポンプ場 2.8 整備済 

王寺町 
第 1、第 2、第 3排水区 久度雨水ポンプ場 3.6 整備済 

第 9排水区 本町総合ポンプ場 3.2 整備済 

令和 4 年 5 月時点 
 

表 1-4 雨水貯留施設一覧 

市町名 排水区名 雨水貯留施設 
貯留量 

（ｍ3） 
整備状況 

御所市 

住吉川排水区 住吉川貯留管 3,350  

本馬川排水区 本馬川貯留管 4,070  

柳田川排水区 

西御所貯留管 2,000  

西御所貯留池 220 整備済 

柳田川貯留管（１） 900  

柳田川貯留管（２） 180  

王寺町 

 

第 1、第 2、第 3 排水

区 久度第１雨水貯留池 2,400 整備済 

第 1、第 2、第 3 排水

区 久度第２雨水貯留池 30,000 整備済 

令和 4 年 5 月時点 
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 大和川流域における過去の浸水被害の状況 

大和川流域では過去に大規模な浸水被害が発生しており、昭和 6 年から 7 年に

は亀の瀬狭窄部における大規模な地すべりに伴い、大和川の河道が閉塞し、上流

部では氾濫被害が発生している。 
昭和 57 年 8 月の梅雨前線、台風 10 号及び台風 9 号崩れの低気圧に伴う降雨

による洪水では、全半壊、床上、床下浸水による被害家屋が約 10,000 戸を超え

戦後最大の洪水被害となった。また、近年においても平成 7 年、平成 11 年、平

成 19 年、平成 29 年の洪水等で、100 戸を超える浸水被害が生じており、特に亀

の瀬狭窄部上流域や奈良盆地の地盤が低い地域で繰り返し浸水被害が発生して

いる。 
 
 

 
表 1-5 大和川流域（奈良県域）の主要洪水一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：水害統計 

発生原因

柏原上流域

12時間雨量

(mm/12hr)

昭和6年 9月
亀の瀬

河道閉塞
－

死者・行方不明者 家屋全・半壊 床上浸水 床下浸水

昭和28年 9月 台風13号・前線 106 11 1,169 2,205 8,444

昭和31年 9月 台風15号・前線 106 2 17 559 3,642

昭和40年 9月 台風24号・前線 104 － 10 891 2,700

昭和42年 3月 亀の瀬 －

昭和57年 8月
台風10号・前線

台風9号崩れ低気圧
146 － 256 2,983 7,387

平成7年 7月 梅雨前線 101 － 1 211 2,179

平成11年 8月 低気圧 133 － 2 23 211

平成19年 7月 低気圧 90 － 2 101 1,030

平成25年 9月 台風18号 117 － 1 1 24

平成26年 8月 台風11号 137 － 0 1 54

平成29年 10月 台風21号 155 － 1 78 180

平成30年 7月 梅雨前線 99 1 1 1 19

発生年月 被害状況（戸）

亀の瀬地すべりにより、河床が9m以上隆起したことで河道が閉塞され、上流部で浸水被害が

発生。（地すべりは、昭和6年9月ごろから発生、昭和7年11月にほぼ収束）

亀の瀬地すべりにより、大和川対岸の国道25号が1.3m以上隆起し、大和川の川幅を1m狭める

などの被害が生じた。
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写真 1-2 昭和 57 年 8 月洪水浸水状況（左：田原本町付近、右：王寺町付近） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1-3 平成7年7月洪水浸水状況（左：安堵町・河合町付近、右：斑鳩町付近） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1-4 平成 29 年 10 月洪水浸水状況（斑鳩町・河合町付近） 

  

 

大和川  大和川

田原本町 王寺町 

三郷町 

斑鳩町 安堵町 

川西町 

河合町 

斑鳩町 
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図 1-11 大和川流域(奈良県域)浸水実績図 
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 大和川流域総合治水対策 

第1項 大和川流域総合治水対策の沿革 

大和川流域では昭和 57 年に、北部河川（佐保川、竜田川、東生駒川、富雄川、

岩井川、秋篠川、地蔵院川）が建設省河川局長（当時）通知（建設省河計発第 37
号）に基づく「総合治水対策特定河川」の指定を受け、治水施設の積極的な進捗

と流域の持つ保水・遊水機能の適性な維持の実施を図るため、奈良県内の市町村

と奈良県、建設局（当時）により、昭和 58 年 2 月に「大和川流域総合治水対策

協議会」を設置し、昭和 60 年 7 月に「流域整備計画」を策定した。 
以降、現在に至るまで 30 回を超える協議会を開催し、流域全体で水害に強い

まちづくりを推進してきた。 
 
 

表 1-6 総合治水対策の経緯 

  
 
 

流域の動向
昭和56年 10月 大和川流域総合治水対策協議会準備会設立
昭和57年 6月 総合治水対策特定河川指定（大和川北部河川）

8月 出水　⇒大和川上流河川激甚災害対策特別緊急事業（S57年～S61年度）
昭和58年 2月 大和川流域総合治水対策協議会設立

流域対策に着手
昭和60年 7月 大和川流域整備計画策定
平成14年 2月 大和川水系河川整備計画（生駒いかるが圏域）策定

5月 大和川水系河川整備計画（平城圏域）策定
平成16年 5月 大和川流域委員会を発足
平成17年 8月 大和川水系河川整備計画（布留飛鳥圏域）策定
平成20年 5月 大和川水系河川整備計画（布留飛鳥圏域）第一回変更
平成21年 3月 大和川水系河川整備基本方針策定
平成22年 3月 大和川水系河川整備計画（布留飛鳥圏域）第二回変更
平成23年 9月 大和川水系河川整備計画（曽我葛城圏域）策定
平成25年 11月 大和川水系河川整備計画（国管理区間）策定
平成30年 大和川本川（奈良県域）の事業に着手

4月 大和川流域における総合治水の推進に関する条例を施行
5月 奈良県平成緊急内水対策事業に着手

令和元年 奈良県平成緊急内水対策事業の推進
令和3年 特定都市河川・特定都市河川流域の指定に向けて合意

12月 大和川水系大和川等を特定都市河川に指定

年　月
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第2項 大和川流域総合治水対策の状況 

流域整備計画においては、藤井地点での流域整備計画目標流量を 2,100m3/s と

定め、そのうち河川と支川ダム等で受け持つ流量を1,790m3/sとして整備を進め、

現在はその進捗状況を踏まえ、平成 25 年に策定した大和川水系河川整備計画（国

管理区間）に基づき、1,920m3/s として整備を進めている。また、流域対策につ

いては、その分担量を 310m3/s として目標を定め、流域全体で雨水貯留浸透施設

の整備等の対策を進めてきたものの、未だ目標を達成できておらず、さらなる対

策には時間を要するものと考えられる。そのため、新たな流域水害対策計画にお

いては、実行性の高い流域対策を新たに位置付け、河川整備とともに流域対策の

加速化が必要である。 
流域整備計画における流量分担の考え方は図 1-12 のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※流域対策には内水湛水を含む。 

  図 1-12 流量分担図（藤井地点） 

 
 

 治水対策 

大和川では、流域整備計画における治水対策として、昭和 57 年 8 月洪水を踏

まえ、実施した大和川上流激甚災害対策特別緊急事業などにより、藤井地点で

1,700m3/s が流下する河道を整備した。また、支川ダム等の事項についてはダム

建設や遊水地整備を進めてきた。 
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 流域対策 

流域対策については、流域整備計画に基づき、ため池の治水利用、雨水貯留浸

透施設、防災調整池といった施設整備やため池の保全、森林・緑地等の自然地の

保全、盛土・残土処分等を抑制した土地の保全といった保水機能の保全に取り組

んできた。 
しかし、ため池の保全については、流域整備計画策定時からため池の廃止が進

み、4 割程度減少している。 
また、防災調整池は、0.3ha 以上の開発を対象として義務付けていたが、防災

調整池の設置を必要としない 0.3ha 未満の小規模開発が増加し、開発に伴う雨水

の流出抑制が講じられていないことが課題であった。 
このような状況を踏まえ、奈良県では平成 30 年に『大和川流域における総合

治水の推進に関する条例』を施行し、ため池廃止の届出や 0.1ha 以上の開発に対

して防災調整池等を設置することを義務付けた。 
更に、平成 29 年 10 月の台風 21 号において内水氾濫による大規模な内水被害

が発生したことを受け、奈良県では内水被害の軽減に向けて市町と連携し各支川

に必要な貯留施設等を適地に整備する『奈良県平成緊急内水対策事業』に平成 30
年度から着手し、優先的に浸水被害の解消を目指す重点地区において内水被害の

解消に向けた更なる対策を推進している。 
これまで、総合治水対策として取り組んできた流域対策は、流域整備計画に基

づき、流出抑制を目的とした雨水貯留浸透施設等を整備し、特にため池治水や雨

水貯留浸透施設、水田貯留については流域対策貯留量の目標を設定し、進捗状況

を確認しながら推進している。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-13 大和川流域（奈良県域）における流域対策の進捗状況 
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令和 4 年 3 月時点   

図 1-14 平成緊急内水対策 重点地区・事業箇所 

 

 

大和川特定都市河川流域における現状の課題 

大和川の奈良県域では、亀の瀬狭窄部の開削が困難であり、放射状に広がる多

くの支川が本川に集中して合流する地形等の影響もあり、特に内水による浸水被

害が多発している。 
さらに、近年では、気候変動の影響による短時間降水量は増加傾向にあり、更

なる降水量の増加も懸念される。 
 

【流域の課題】 

流域整備計画の策定時の想定と異なり、保水力のあるため池数の減少、防災調

整池の設置を必要としない小規模開発の増加、治水ため池や雨水貯留浸透施設の

整備など流域対策の進捗の低迷、市町村間の取組状況のばらつきなど近年新たな

課題が発生している。現在もなお内水による浸水被害が発生しているなかで、気

候変動の影響も踏まえ、これまで実施してきた流域対策のより一層の強化を図る

とともに、水害リスクを踏まえた土地の利用、防災まちづくりの検討が必要であ

る。 
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【河川の課題】 

大和川は、奈良県から亀の瀬地すべり地区を流下し、大阪府を経て大阪湾に注

ぐ河川であり、府県境に存在する亀の瀬狭窄部の流下能力不足や奈良盆地の河川

勾配の緩い地形も相まって、洪水時には奈良県域の大和川の水位が上昇しやすく、

大和川中上流域では、洪水氾濫や内水による浸水被害が起きやすい。 
現在も、大阪府側の大和川の河川改修による流下能力向上や、継続的な亀の瀬

地すべり対策を実施しているものの、大規模地すべり地形という特徴から、亀の

瀬狭窄部の開削等による抜本的な河道改修は当面困難な状況である。このため、

大和川中上流域の治水安全度の向上においては、当面、狭窄部の開削は行えない

状況であることを踏まえ、下流部への負荷を増大させずに河川改修を進める必要

があることから、中上流域において、遊水地の整備や流域全体での雨水貯留浸透

施設の整備などの貯める対策が必要である。 
また、中上流域においては水田、畑等の農耕風景が地域の景観や自然環境を形

成しており、これらの自然環境も踏まえた整備を行うことが必要である。 
 

【下水道の課題】 

公共下水道の雨水の事業計画を策定しているのは、関連市町村のうち一部にと

どまっている。これは、亀の瀬狭窄部の堰上げによって洪水時に大和川水位が上

昇し、河川への十分な雨水排除が困難な状況にあるとともに、昭和 57 年 8 月豪

雨を契機に新たな内水排除ポンプの設置が認められていないことがあげられる。 
また、雨水貯留については下水道事業計画に位置づけている市町村もあるが、

新たに整備を計画する場合も上記の状況にあることから、排水先の河川の整備状

況を勘案し、計画を策定していく必要がある。 



21 

第2章 大和川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 

 基本的な考え方 

大和川上流域の急激な都市化の進展による保水機能の低下、亀の瀬狭窄部や

奈良盆地の低平地を放射状に広がる河川の集積などの水害リスクの高い社会

的、地形的要件に加え、近年の地球温暖化に伴う気候変動等の影響による豪雨

災害の頻発化、激甚化を踏まえ、あらゆる規模の降雨が発生することを念頭

に、河川整備を加速するとともに、流域対策についても雨水貯留浸透施設の整

備やため池の治水利用などの対策を継続的に進めつつ、貯留機能保全区域や浸

水被害防止区域の指定も活用し、流域対策の実効性を向上させるなど、本流域

水害対策計画に基づき、流域のあらゆる関係者が協働し、流域一体で総合的か

つ多層的な浸水被害対策を講じる。 
 
具体的には、優先的に浸水被害の解消を目指す重点地区については、概ね100

年に1回の確率で発生しうる規模の降雨に対し、雨水貯留施設等の整備（平成緊

急内水対策事業）により、内水による浸水被害の解消を目指す。 
また、流域全体については、昭和57年8月の降雨を都市浸水の発生を防ぐべき

目標となる降雨（計画対象降雨）として定め、河川・下水道整備の加速化や雨

水貯留浸透施設等の流域対策の一層の推進により、大和川・佐保川の堤防決壊

による壊滅的な被害を解消させるとともに、一部支川氾濫や内水による浸水が

想定される区域においては、水害リスク（浸水深や浸水頻度等）や奈良県の

『大和川流域における総合治水の推進に関する条例』に基づく市街化編入抑制

区域の指定状況を踏まえ、まちづくり計画などを考慮のうえ、土地利用規制

（浸水被害防止区域の指定）等を活用し、流域内住民等の安全の確保を図る。 
  さらに、想定し得る最大規模までのあらゆる水害リスクを可能な限り想定

し、人命を守り、経済被害の軽減に取り組む。 
なお、整備等にあたっては、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両

面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国

土・都市・地域づくりを進めるグリーンインフラの考えを踏まえるものとす

る。洪水氾濫や雨水出水（内水氾濫）による浸水によって生じるごみ対策につ

いては、河川及び下水道の管理者、地方公共団体のみならず、河川協力団体や

地域住民等とも連携して取り組むものとする。 
 

これらの基本的な考え方に基づき、流域のあらゆる関係者の参画のもと、土

地利用状況や地形特性等を踏まえ、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②

被害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧、復興のための対

策の3つの視点から、総合的かつ多層的な対策を講じる。 
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◆流域整備計画では、計画対象降雨の昭和 57 年 8 月降雨に対して、藤井地点流量で 2,100m3/s を目標
として定め、治水対策を 1,790m3/s（河道 1,700m3/s、ダム等 90m3/s）、流域対策を 310m3/s で分担し
ている。 

◆流域整備計画に基づく各種対策を進め、河道整備による対策は着実に進捗してきた一方、流域対策
については、未だその目標を達成できておらず、その進捗には時間を要している。 

◆そのため、流域水害対策計画においては、近年の頻発化・激甚化する水害を踏まえ、あらゆる規模の
洪水が発生することを念頭に、河川整備を加速するとともに、流域対策についても雨水貯留浸透施
設の整備やため池の治水利用などの対策を継続的に進めつつ、貯留機能保全区域や浸水被害防止区
域の指定も活用し、流域対策の実効性を向上させる。 

◆あらゆる規模の洪水を念頭に置きつつ、計画対象降雨の昭和 57 年 8月降雨に対して、大和川水系河
川整備計画に基づく、河川整備による対策を 1,920m3/s（河道 1,850m3/s、ダム・遊水地 70m3/s）、流
域における対策を 180m3/s で分担することとした。 

◆流域における雨水の貯留や浸透に係る対策については、これまでの「総合治水」の取り組みを一歩進
めるとともに、優先的に浸水被害の解消を目指す重点地区においては、概ね 100 年に 1 回の確率で
発生しうる規模の降雨に対して、「平成緊急内水対策事業」の推進などにより、流域対策の更なる充
実を図る。 

◆さらには計画を上回る洪水に対しても氾濫の被害をできるだけ軽減するよう対策を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（※）支川氾濫や内水による浸水が残ると想定される区域
については、住民及び利害関係人の意見、 防災まち
づくりとの連携を踏まえ、区域設定を検討

雨水貯留浸透施設の整備
ため池の治水利用

貯留機能保全区域の指定

浸水被害防止区域の指定等（※）

河川整備

雨水浸透阻害行為の許可
山林等の保水

浸水被害の拡大防止のための措置

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策 下水道整備

既存ダムの洪水調節機能の強化

➁被害対象を減少させるための対策

③被害の軽減、早期復旧、復興の対策

図 2-1 浸水被害対策の基本的な考え方及び３つの視点からの対策 

重点地区における
内水対策等
（平成緊急内水対策事業等）

計画対象降雨
（藤井地点流量）

流域整備計画 流域水害対策計画
（特定都市河川）

流
域
整
備
計
画

総合治水条例による規制

河川整備：1,790m3/s

2,100m3/s

河道：1,700m3/s
ダム等：90m3/s

河川整備：1,920m3/s

河道：1,850m3/s
ダム・遊水地：70m3/s

雨水浸透阻害行為の許可

流
域
水
害
対
策
計
画

1/100降雨

昭和57年8月降雨
（計画対象降雨）

計画を上回る洪水
に対しても被害を軽減

（雨水貯留浸透施設の整備・強化等）
流域対策：310m3/s

河川整備
の進捗

流域対策の
実効性を向上 計画期間で実施する

流域対策等

流域対策の
更なる充実
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①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策（ハザードへの対策） 
流域全体で雨水や流水等を貯留する対策や洪水を流下させる対策、氾濫水を制

御する対策をそれぞれ充実し、自然環境が有する多様な機能も活かしながら効果

的に組み合わせて実施するものとし、主な対策は以下のとおりである。 
・河道掘削、遊水地整備、内水対策（遊水地内への内水取込、ポンプ排水） 
・下水道整備 
・雨水貯留浸透施設等の整備、ため池や水田の治水活用 
・既存ダムの洪水調節機能強化 
・堤防強化（粘り強い河川堤防）の検討 等 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
②被害対象を減少させるための対策（暴露への対応） 

まちづくりや大和川流域における総合治水の推進に関する条例で指定する「市

街化編入抑制区域」等を考慮し、 水害リスクがあるエリアにおける宅地の嵩上

げや建築物の構造の工夫等の浸水軽減対策を講じるものとし、主な対策は以下の

とおりである。 
・浸水被害防止区域の指定 
・貯留機能保全区域の指定 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※市街化調整区域内の土地の区域で
あって、概ね 10 年に 1 回程度の確
率で発生しうる規模の降雨が生じた
場合において想定される浸水深が
50 ㎝以上の土地の区域 

図 2-2 大和川遊水地（保田地区） 図 2-3 藤井地区掘削 

図 2-4 市街化編入抑制区域 



24 

③被害の軽減、早期復旧、復興のための対策（脆弱性への対応） 
流域全体で「避難体制の強化」「経済被害の軽減」「早期復旧・復興」等のため

の対策を組み合わせ、被害を最小化する。 
以下の取組を推進するため、水害リスク情報を充実させる。 
・洪水ハザードマップの周知に、より一層努めるとともに、まるごとまちごと

ハザードマップの設置など、住民の水害リスクに対する理解促進、実効性確

保 
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練実施の徹底によ

る避難の実効性確保 
・排水作業準備計画に基づき、関係市町村と連携した訓練、災害対応の実施 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 2-5 洪水ハザードマップ（川西町） 

写真 2 洪水ハザードマップの周知事例 

（まるごとまちごとハザードマップ（川西町）） 
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 計画期間 

計画期間は、河川整備計画（国、県）、下水道計画、まちづくりの計画期間を考

慮したうえで設定するものとする。 
河川整備計画については、大和川では平成 25 年に策定した「大和川河川整備

計画（国管理区間）」における対象期間は概ね 30 年であるが、河川整備計画策定

後 8 年が経過し、残りの期間が概ね 20 年である。また奈良県における各圏域の

河川整備計画では対象期間を概ね 20 年としている。 
下水道計画については、流域の各町村で策定している下水道の雨水対策の全体

目標が概ね 20 年としている。 
まちづくり計画については、「奈良県都市計画区域マスタープラン」（改定中：

令和 4 年 5 月時点）では概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、10 年を計画の目

標期間としている。 
 
以上のとおり、河川整備計画（国、県）、下水道計画、まちづくりの計画期間を

踏まえ、計画対象降雨（昭和 57 年 8 月の降雨）に対し、流域一体で総合的かつ

多層的な浸水被害対策による浸水の解消又は軽減する効果を発現させるために

必要な期間として、計画期間は、概ね 20 年とする。 
なお、これまでの災害発生状況、現時点の課題や河道状況等に基づき策定する

ものであり、河川及び下水道整備の進捗、河川状況の変化、新たな知見、技術的

進歩、まちづくり等の社会経済の変化等にあわせ、必要な見直しを行うものとす

る。 
 
 

表 2-1 河川整備計画、下水道計画、まちづくり計画における計画期間 
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 計画区域 

計画区域は、大和川の自然流域に大和川流域に流れ込む下水道事業計画区域を

含めた大和川特定都市河川流域全体とし、河川対象区間は、大和川（国・県管理）

及び 17 支川（県管理）の水防法第 14 条に基づく洪水浸水想定区域指定河川の県

管理区間上流端までとする。  
特定都市河川浸水被害対策法第 3 条第 1 項及び第 3 項の規定により指定（令和 3 年 12 月 24 日 国土交通省告示第 1551 号） 

表 2-2 河川対象区間 

河川名 区  間 
上流端 下流端 

大和川 桜井市大字小夫地先の県道笛吹橋 奈良県北葛城郡王寺
町藤井地先 

佐保川 左岸：奈良市中ノ川町字石出 1217 番地先 
右岸：奈良市中ノ川町字クレ橋 825 番地先 大和川への合流点 

竜田川 左岸：生駒市俵口町 183 番地先 
右岸：生駒市俵口町 182 番地先 大和川への合流点 

富雄川 左岸：生駒市高山町字滝ノ口 4958 番地先 
右岸：生駒市高山町字庄田 4606 番地先 大和川への合流点 

岩井川 奈良市紀寺町字中谷 1119 番 1 地先県道六度橋 佐保川への合流点 
秋篠川 左岸：奈良市中山町西１丁目755番の1地先 

右岸：奈良市学園朝日元町2丁目689番の1地先 佐保川への合流点 
地蔵院川 奈良市藤原町字十六1番2地先 佐保川への合流点 
高瀬川 左岸：奈良市米谷町字ゴダニ1584番の1地先 

右岸：奈良市米谷町字ダイド1468番の2地先 佐保川への合流点 
能登川 奈良市高畑町字市の井1501番の2地先の市道橋 岩井川への合流点 
布留川 左岸：天理市苣原町字下代川向 2014 番地先 

右岸：天理市苣原町字下代 1941 番地先 大和川への合流点 
寺川 桜井市大字鹿路字辻本 146 番地先の県道辻本橋 大和川への合流点 
飛鳥川 高市郡明日香村大字栢森字ウエダ 177 番地先の村道栢

森橋 大和川への合流点 

米川 左岸：桜井市大字高家字ナカデ1136番地先 
右岸：桜井市大字高家字ナカデ1048番地先 寺川への合流点 

曽我川 左岸：御所市大字重阪字内谷 643 番の 1 地先 
右岸：御所市大字重阪字内谷 639 番地先 大和川への合流点 

葛下川 左岸：葛城市大字南今市字ナツメハラ 174 番の１地先 
右岸：葛城市大字南今市字五反田 504 番の 2 地先 

大和川への合流点 

葛城川 左岸：御所市大字鴨神字前ブケ 429 番地先 
右岸：御所市大字鴨神字上野 1589 番地先 

曽我川への合流点 

高田川 左岸：葛城市大字南藤井字西の京 323 番地先 
右岸：葛城市大字山田字ヨツガ 143 番地先 

曽我川への合流点 

高取川 左岸：高市郡高取町大字下子島字マトカ29番の1地先 
右岸：高市郡高取町大字上子島字マトバ2番の6地先 

曽我川への合流点 

出典：官報 第 644 号 国土交通省告示第千五百五十一号 
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図 2-6 特定都市河川流域図 

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界
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 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 

大和川中上流域では、戦後、数多くの大規模出水による浸水被害を被ってお

り、特に昭和57年8月降雨と平成29年10月降雨において、戦後第１位及び第２

位となる流量を記録している。このうち、戦後最大となる浸水被害は、昭和57
年8月降雨（家屋全半壊256，床上床下1万戸以上）で発生しており、総合治水対

策も本降雨を契機として取組が始まっている。 
流域整備計画では、国管理河川は昭和57年8月降雨、県管理河川は概ね10年に

1回程度の確率で発生しうる規模の降雨、下水道は概ね10年に1回程度の確率で

発生しうる規模の降雨を目標として総合治水対策を進めている。 
また、河川整備計画においても、国管理河川は昭和57年8月降雨、県管理河川

は概ね10年に1回程度の確率で発生しうる規模の降雨を目標として整備を進めて

いる。 
一方、近年、全国各地で地球温暖化に伴う気候変動の影響により、施設能力

を上回る洪水が発生しており、大規模な豪雨災害が頻発している状況がある。 
 
これらを総合的に勘案し、流域全体で都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降

雨（計画対象降雨）を昭和 57 年 8 月降雨（柏原上流で 146mm/12 時間、図 2-8、
2-9）とし、降雨波形及び降雨量を定め、河川整備、下水道整備、貯留浸透施設の

設置、土地利用規制等を活用し、流域内住民等の安全の確保を図る。 
また、平成 29 年 10 月降雨の発生を踏まえ、優先的に内水対策を実施し浸水被

害の解消を目指す重点地区については、概ね 100 年に 1 回の確率で発生しうる

規模の降雨に対し、内水による浸水被害の解消を目指す。 
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図 2-7 大和川流域の主要洪水における柏原上流域 12h 雨量 

および柏原流量、浸水被害状況（柏原地点） 
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防災・減災のための土地利用の促進など流域治水の取組を推進することを目的

とし、想定最大規模降雨のみならず比較的発生頻度が高い降雨規模の場合に想定

される浸水範囲や浸水深を明らかにするため、「水害リスクマップ」を作成する。 
今後、特定都市河川流域における水害リスクマップを作成し、大和川流域水害

対策協議会を構成する市町村に示すとともに、住民にもわかりやすく情報を提供

し周知を図っていく。また、この水害リスクマップを活用して、浸水被害対策の

実効性を確認する等により、目標となる降雨の設定の妥当性等についても確認す

る。 
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図 2-10 水害リスクマップ（イメージ） 

146mm/12 時間 
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第3章 都市浸水想定 

都市浸水想定として、計画対象降雨（昭和 57 年 8 月降雨）が生じた場合に、

洪水（外水氾濫）または雨水出水（内水氾濫）による浸水が想定される区域及び

浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 都市浸水想定及びハード整備※1実施後の浸水想定区域図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ※1 河川整備計画に基づく河川整備（国、奈良県）および雨水貯留浸透施設の整備等 
※2 浸水戸数及び浸水面積は、シミュレーションにより予測した都市浸水想定の区域に基づき算出したものです。 

 

ハード整備※1実施後の浸水想定区域図（参考） 

表 3-1 都市浸水想定における浸水戸数、浸水面積、計算条件 

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

都市浸水想定 

都市浸水想定 ハード整備※1実施後の浸水想定区域図（参考）

11,040 1,527

540 84

河道 本川：現況河道

支川：現況河道（遊水地含む）

本川：河川整備計画河道（遊水地含む）

支川：河川整備計画河道（遊水地含む）

流域対策
ため池の治水利用

ため池の保全

雨水貯留浸透施設

水田貯留

計算条件

浸水面積（ha）※2

浸水戸数（戸）※2
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※河川整備計画に基づく河川整備（国、奈良県）および雨水貯留浸透施設の整備等 

図 3-2 浸水継続時間 
 
 
 
 
 
 
  

浸水継続時間（ランク別）
：12時間未満の区域
：12時間～1日未満の区域
：1日～3日未満の区域
：3日～1週間未満の区域
：1週間～2週間未満の区域
：2週間以上の区域

ハード整備※実施後の浸水継続時間（参考） 

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

都市浸水想定の区域における浸水継続時間 
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第4章 特定都市河川の整備に関する事項 

大和川の藤井地点において、第 2 章第 1 節で示したとおり 1,850m3/s を安全に

流下させるとともに、内水による浸水被害の解消・軽減にも寄与する河川整備（河

道掘削、遊水地整備等）を着実に実施し、河川のピーク水位を低減させ流域の治

水安全度を早期に向上させる。 
河道掘削においては、河川環境への影響の回避・低減を図るとともに、自治体

等と連携しながら掘削土砂の有効活用を図る。 
遊水地整備においては、平常時は憩いの空間や多様な生物の生息・生育・繁殖

環境としての湿地機能を有し、豪雨時には防災・減災に寄与する施設整備を検討

する。また、遊水地整備に合わせて内水対策（遊水地内への内水取込、ポンプ排

水）を行う。 
堰改築においては、生物の連続した生息環境に配慮しながら進める。 
これらの河川整備にあたっては、流域治水整備事業や特定都市河川浸水被害対

策推進事業補助を活用して事業の加速化を図る。 
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図 4-1 大和川（奈良県域） 水位縦断図 

図 4-2 佐保川 水位縦断図 
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 河川工事の目的、種類及び施工の場所 

第1項 国が行う河川の整備 

大和川水系河川整備計画（国管理区間）に基づき、大和川（奈良県域）及び佐

保川にて、河川改修、遊水地整備等を引き続き推進する。 
 

表 4-1 河川整備計画に基づく奈良県域での整備中及び今後予定の治水対策箇所 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

河川 区間 整備概要 

大和川 

藤井地区 掘削 
藤井地区（左岸） 築堤 
三郷地区（右岸） 築堤 
王寺地区 掘削 
保田地区、窪田地区 
三代川地区、目安地区、唐院地区 

遊水地整備 

佐保川 

長安寺～西九条地区 掘削 
長安寺井堰 堰改築 
番条、番条北地区 築堤、合流点処理 
城井井堰 堰改築 
番条北井堰 堰改築 
稗田地区、下三橋地区 引堤 
大川井堰 堰改築 

図 4-3 藤井地区河道掘削 

図 4-4 大和川遊水地（保田地区） 
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第2項 奈良県が行う河川の整備 

大和川水系河川整備計画（平城圏域、生駒いかるが圏域、曽我葛城圏域、布留

飛鳥圏域）に基づき、各圏域にて、河川改修、遊水地整備等を引き続き推進する。 
 

表 4-2 河川整備計画に基づく整備中及び今後予定の治水対策箇所 

圏域 河川 区間 整備概要 

平城 

秋篠川 
秋篠工区 拡幅、掘削 

西ノ京工区 掘削 

地蔵院川 郡山工区 拡幅、掘削 

菰川 県管理区間 掘削 

蟹川 県管理区間 拡幅、掘削 

能登川 京終橋～JR 桜井線 拡幅、掘削 

生駒 

いかる

が 

竜田川 

小瀬工区 拡幅、掘削 

菜畑工区 拡幅、掘削 

生駒工区 拡幅、掘削 

富雄川 安堵工区 掘削 

三代川 JR 関西本線下流約 200m～阿波地内 拡幅、掘削 

曽我 

葛城 

葛下川 
王寺町葛下地内 拡幅 

下田橋～近鉄大阪線 拡幅、掘削、バイパス水路 

高田川 沢大橋～里合橋上流 掘削 

葛城川 

1.3k～2.3k 堤防嵩上げ 

5.4k～5.7k 堤防嵩上げ 

7.6k～8.7k 堤防嵩上げ 

10.1k～11.0k 拡幅、堤防嵩上げ 

12.2k～13.1k 堤防嵩上げ 

曽我川 
6.5k～小金打川合流点 掘削 

千塚橋～ハブ井堰 拡幅、掘削 

広瀬川 県管理区間 拡幅、掘削、バイパス水路 

小金打川 県管理区間 拡幅、掘削 

布留 

飛鳥 

大和川 庚申橋下流付近から国道 169 号 拡幅、掘削 

布留川北流 富堂川分流点～布留川分流点 拡幅、掘削 

布留川南流 筑柴大橋～中村池 拡幅、掘削 

寺川 竹田橋～粟原川合流点 拡幅、掘削 

飛鳥川 
新川合流点～かんでん川合流点 拡幅、掘削 

近鉄橿原線橋梁上流～栢森橋下流 拡幅、掘削 

米川 木原橋上流～中の川合流点 拡幅、掘削 

中川 天理市中町地内 遊水地整備 

新川 飛鳥川合流点～石見都市下水路合流点 拡幅、掘削、逆流防止樋門 
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図 4-5 桜井市大福工区佛生井堰（寺川） 

図 4-6 桜井市庚申橋付近（大和川）  
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第5章 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留

浸透施設の整備に関する事項 

河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備については、今後、必要に応じて検

討する。 
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第6章 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項 

大和川中上流域では、亀の瀬狭窄部の堰上げにより、大和川への十分な排水が

困難である状況を踏まえつつ、下水道管理者は内水による浸水対策を図るため、

下水道整備を着実に実施していくことが重要であり、これまでは各下水道管理者

において、内水排除ポンプの整備や雨水貯留施設を整備してきた。また、奈良市

においては下水道浸水被害軽減総合計画（奈良市吉城川下流地区）に基づいて、

市の既往最大降雨（79mm/h）が発生したとしても床上浸水被害が発生しないこ

とを目標に管渠整備を実施している。 
今後の雨水排水施設整備は、排水先である河川の流下能力とのバランスを図り

ながら実施するとともに、既設ポンプ施設の維持・更新を行う等、確実な排水機

能の確保に努める。また、近年の気候変動を踏まえたハード対策の加速化とソフ

ト対策の充実を図るべく、整備の優先順位を検討し事業計画を見直すとともに、

また雨水出水浸水想定区域の指定及び内水ハザードマップの作成・公表による情

報提供を実施し、浸水被害の軽減に努める。 
 

表 6 排水区域毎の放流量及び貯留能力 

市町名 排水区 
面積 計画放流量 貯留能力 

ha m3/sec m3 

奈良市 横井、大安寺、東九条 201.9 62.408 - 

大和高田市 高田川排水区高田分区 59.8 5.193 - 

天理市 楢川、高瀬川、櫟本 等 1163.3 247.732 - 

橿原市 高取川、飛鳥川右岸、米川左岸 等 1693.8 241.471 - 

桜井市 三輪山、吉備 4.0 21.322 - 

御所市 住吉川、本馬川、柳田川 108.5 8.516 10,720 

生駒市 富雄川、竜田川 256.8 49.385 - 

香芝市 葛下川第 34、佐味田、滝川 等 150.1 46.762 - 

三郷町 立田川、関屋川、実盛川 等 298.0 70.708 - 

王寺町 第１、第２、第３ 等 138.3 45.761 32,400 

広陵町 佐味田川、滝川第 1、滝川第 2 等 242.1 41.258 - 

 
 
 
 
 

図 6 浸水対策施設の整備イメージ 
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第7章 特定都市河川流域において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う雨

水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な

貯留又は地下への浸透に関する事項 

亀の瀬狭窄部による堰上げを抱え、勾配が緩やかで洪水が流れにくく、水害が

発生しやすい大和川の地形特性を踏まえ、下流に負荷をかけずに流域の治水安全

度を向上させるには、河川区域内での河川施設で治水安全度を向上させることの

みならず、流域から河道への流出を抑制させることが重要であり、内水被害の解

消・軽減にも寄与する。このため、開発等の雨水流出を増大させるおそれのある

行為に対し、流出抑制対策を義務付ける（雨水浸透阻害行為の許可）とともに、

これらの規制的手法のみならず、流域のあらゆる関係者の協力による付加的な雨

水の貯留や浸透に係る取組の一層の促進を図り、地方公共団体や民間事業者等に

よる雨水貯留浸透施設の整備及びため池の治水利用等を進める。 
大和川特定都市河川流域における目標対策量としては、大和川水系総合治水対

策の『流域整備計画』や『奈良県平成緊急内水対策事業』で定められた対策量の

目標を堅持しつつ、計画期間中の更なる流域対策を積極的に進めるとともに、民

間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備も見込んだ今後５年間の目標対策量を

新たに 8 万ｍ３上乗せし、対策の一層の促進を図る。 
計画期間の目標対策量は、雨水貯留浸透施設で 68.29 万 m３、水田貯留を含む

ため池の治水利用で 183.2 万ｍ３とする。 
これらとあわせて、既存の防災調整池等や保水・遊水機能を有する土地の保全

を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1 雨水貯留浸透施設の整備及びため池の治水利用による目標対策量 
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なお、整備にあたっては、本川と支川・水路や池沼、川と川の周辺部等を生

息・生育・繁殖環境としている動植物の連続した環境の保全に努める。 
また、雨水貯留浸透施設等の機能を維持するため、定期的な点検整備（更新含

む）を行うとともに、土砂の流入による容量減、目詰まりによる浸透機能の減少、

ゴミや流木による排水口の目詰まりなどが生じないよう、各管理者による適切な

維持管理に努める。 
 

 雨水貯留浸透施設 

流域内の雨水が河川へ急激に流入することを抑制するため、『大和川流域におけ

る総合治水の推進に関する条例』等に基づき、公共施設・用地等への雨水貯留浸

透施設の整備を積極的に推進するとともに、浸水常襲地区等の課題である内水浸

水被害の解消に向け、『奈良県平成緊急内水対策事業』による雨水貯留施設等の整

備を推進する。また、既に都市公園として活用されている土地を含め、国有地を

活用した雨水貯留浸透施設等の整備を検討・実施する。 
また、民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備を促進する。開発に伴う防

災調整池や貯留施設等を設置する際には、さらなる貯留機能を付した雨水貯留浸

透施設の整備を働きかけ、雨水貯留浸透施設整備計画の認定（第 8 章で詳述）に

基づく支援制度も活用し、目標対策量の確保を図る。 
個人住宅等に設置する雨水貯留タンク、浸透枡や浄化槽の雨水貯留施設への転

用等について、流域内の市町村による助成等の支援制度により、流域内の住民等

による各戸貯留を促進し、流出抑制を図る。 
 

 ため池の治水利用 

ため池の貯留容量を積極的に活用し、河川等への流出抑制を図るため、放流口

の改修など既存のため池の一部改良や、台風の接近など大雨が予測される際には、

事前放流によりため池の水位を下げ、雨水を一時的に貯留させるなど、ため池の

治水利用を推進する。また、『大和川流域における総合治水の推進に関する条例』

に基づき、流域内のため池の保全に努める。なお、整備にあたっては、農業振興

につながる施策との連携に努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 7-2 ため池の保全 

（馬見丘陵公園池・広陵町） 

図 7-3 ため池の治水利用 

（鰻堀池・大和郡山市） 

洪水調節容量 
V=15,800m3 

放流口 
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 水田貯留 

流域内の水田を対象として、所有者の同意のもと排水口に調整板を設置するこ

とで、排水量を調整する水田貯留を積極的に推進する。 
なお、水田貯留にあたっては、水路改修など農業振興につながる施策との連携

に努めるとともにその効果等についての広報に努める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 既存の防災調整池等や保水・遊水機能を有する土地の保全 

流域に設置されている防災調整池等の雨水貯留浸透施設は、流域内の浸水被害

の防止に有効であることから、保全調整池の指定などにより、その機能の保全に

努める。 
雨水の一時的な保水・遊水機能を有する山林・緑地・農地の保全や開発抑制な

どの協力要請を積極的に実施し、これらの機能の保全に努める。なお、取組にあ

たっては、奈良県が策定している「なら水循環ビジョン」とも連携しながら、森

林の保水機能の維持・回復を図るなど、流域全体の保水力の向上を促進する。 
また、特別緑地保全地区の指定等を含め、流域内の浸透機能を有する緑地等の

土地の保全を促進する。 
 

 

図 7-4 水田貯留のイメージ 

田原本町阪手地区 
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 雨水浸透阻害行為の許可等 

今後、開発等による雨水浸透阻害行為に該当する 1,000m2以上の行為に対して

は、流出雨水量の増加を抑制するための対策工事を義務化し、事前許可制とする

ことで着実に対策を実施するとともに、その機能の中長期的な維持に努める。 
また、対策工事の義務付けの対象外となる 1,000 m2 未満の行為に対しては、

当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講

ずるよう努める。



42 

第8章 雨水貯留浸透施設整備計画の認定に関する基本的事項 

雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする民間事業者等（地方公共団体

以外の者）は、以下の認定の基準に適合する場合に、施設の設置管理に関する雨

水貯留浸透施設整備計画を作成した上で、奈良県知事（奈良市内にあたっては奈

良市長）の認定を申請することで、認定を受けることができる。 
計画の認定を受けた施設は、国及び地方公共団体による設置費用の補助、固定

資産税の減税及び管理協定制度による地方公共団体による管理協定制度の対象

となるものである。 
 
施設の規模に係る認定の基準は、雨水貯留浸透施設の総貯水量から雨水浸透阻

害行為の対策工事により確保すべき貯留量を除いた貯留量が 30m3以上である。 
今後、当該基準について、規則で、区域を限り、0.1 m3～30 m3未満の範囲内

で引き下げる場合は、引き下げ後の規模を明示する。 
 
施設の構造及び設備に係る認定の基準は、以下の通りである。 
・堅固で耐久力を有する構造であること 
・雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な

排水設備その他の設備を備えたものであること 
 
施設の管理の方法に係る認定の基準は、以下の通りである。 
・雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機

能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行

われるものであること 
・点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある

ことが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであ

ること 
・雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること 
 
施設の管理の期間に係る認定の基準は、10 年以上とする。 
今後、当該基準について、10年を超え 50年以下の範囲内で引き延ばす場合は、

本計画を変更し、引き延ばし後の規模を明示する。 
 
認定権者である奈良県知事及び奈良市長は、関係市町村と連携し、本制度の

趣旨等の周知に努めるとともに、民間事業者等からの事前相談の窓口となって

対応する。  
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第9章  下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設の操作に関する事項 

  基本的な運転調整の方針 

大和川沿川には家屋等が密集した市街地が広がっているため、万が一、現在の

河川の整備水準を上回る規模の降雨が発生し、河川からの越水及び破堤などによ

り氾濫した場合には、甚大な浸水被害の発生が懸念される。 
一方、本流域内には内水排除のためのポンプ施設が設置されているが、外水氾

濫のおそれがある場合には、その被害を助長させないこと、また、より効果的に

都市浸水を軽減し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減させること

を目的として、内水排除ポンプの運転調整について定める必要があり、高田雨水

ポンプ場、西御所ポンプ場、本町総合ポンプ場、久度雨水ポンプ場では既に運転

操作ルールを定めている。 
運転操作ルールを持たないポンプ場においては、これまでの内水排除ポンプの

運転調整実績も踏まえ、総合的に検討・合意を図り、運転操作ルールを策定して

いくとともに、既に策定しているポンプ場についても、必要に応じて見直しを行

い、流域全体における浸水被害の最小化を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  連絡・指揮体制、情報共有及び住民への周知 

各ポンプ場は洪水時には警戒体制を取り、河川水位に応じて、本川からの逆流

防止のための樋門操作や内水排除ポンプの運転調整を行っている。今後はポンプ

施設をより効率的かつ効果的に機能させるため、関係機関との情報共有のための

体制について検討していく。 
また、流域住民への理解と避難時の協力を求めるために、事前の周知を十分に

行うとともに、流域住民が避難準備等をできるように、適切な情報伝達等につい

ても検討する。 

図 9 内水排除ポンプの運転イメージ 



44 

第10章  都市浸水想定の区域における土地の利用に関する事項 

都市浸水想定に加え、雨水出水（内水氾濫）浸水想定区域、過去の浸水実績図、

治水地形分類図などからハザード情報などを把握するとともに、流域の土地利用

の現況や人口・資産の集積状況などを把握し、水害リスクを評価する。その上で、

今後、都市浸水想定のブロック毎に、水害リスクを踏まえた土地利用の方向性を

整理し、浸水被害対策について定めることとし、今後、大和川流域水害対策協議

会にて検討していくものとする。 
水害リスクの評価やブロック毎の土地の利用について留意すべき事項等の検

討にあたっては、「水害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（令和

３年５月）」を参考とするとともに、立地適正化計画に定める防災指針等の防災

まちづくりの方向性にも関係することから、大和川流域水害対策協議会の場を活

用し、河川、下水、都市、農林、防災その他の関係する部局が連携し、都市計画

やまちづくりに関する計画等との整合・連携を図る。また、『大和川流域における

総合治水の推進に関する条例』では、市街化調整区域内の土地利用として、浸水

被害の防止又は軽減を目的に市街化編入抑制区域を指定し、市街化を抑制してい

るため、土地の利用を検討する際には市街化編入抑制区域についても配慮する。 
内水被害が頻繁に発生する地域においては、当該区域の居住者を居住誘導区域

に誘導するための所要の措置を講じる等、都市計画やまちづくりに関する計画等

も踏まえ、土地利用の方針について検討する。 
 

【災害リスクを踏まえた居住誘導区域を設定している事例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10-1 田原本町 都市計画マスタープラン 立地適正化計画 
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【都市浸水想定】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ハード整備※実施後の浸水想定区域図】 

※河川整備計画に基づく河川整備（国、奈良県）および雨水貯留浸透施設の整備等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 10-2 ブロック毎の都市浸水想定及び浸水被害対策（検討のイメージ） 
  

国管理区間 

①②⑦ ：ハード整備により浸水が概ね解消 

③⑤⑥⑧：一部の区域を遊水地として整備 

ハード整備により浸水が軽減 

水害リスクを踏まえたまちづくり・浸水被害対策の検討 

④⑨⑩⑪：ハード整備により浸水が軽減 

水害リスクを踏まえたまちづくり・浸水被害対策の検討 
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第11章  貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針 

特定都市河川流域における浸水の拡大を抑制する観点から、洪水や雨水を一時

的に貯留する機能を有する土地について、「貯留機能保全区域」に指定する。 
また、浸水被害が頻発し、住民等の生命や身体に著しい危害が生じるおそれが

あるエリアに対し、住民等の生命及び身体の保護のため、当該土地について、「浸

水被害防止区域」を指定する。 
区域の指定の検討に当たっては、都市浸水想定の区域における土地の利用に関

する事項を踏まえ、関係部局（河川、下水道、都市計画、農林、防災その他の関

係部局）が緊密に連携し、検討を行うことが必要である。河川管理者等は、指定

権者に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行う。 
 

  貯留機能保全区域の指定の方針 

貯留機能保全区域は、河川沿いの低地や窪地等の雨水等を一時的に貯留し、区

域外の浸水拡大を抑制する効用があり、過去より農地等として保全されてきた土

地の貯留機能を将来にわたって可能な限り保全するために指定する。 
貯留機能保全区域の指定にあたっては、都市浸水想定の区域や、ハード整備後

においても堤防からの越水や無堤部からの溢水及び内水等による浸水が想定さ

れる区域について、水田等の土地利用形態や「大和川流域における総合治水の推

進に関する条例」で指定している市街化編入抑制区域、住家の立地等の周辺の土

地利用の状況等を考慮した上で、当該土地の所有者の同意を得て指定するものと

し、先行して大和郡山市や川西町、田原本町などで区域の指定の検討を行う。 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 図 11-1 都市浸水想定と市街化編入抑制区域の重ね合わせ（大和郡山市周辺）

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：市街化編入抑制区域
：行政界
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指定に向けた合意形成にあたっては、流域における浸水の拡大を抑制する観点

から、指定により土地の保全を図ることが重要であること、河川と隣接する区域

や水域として連続する区域などは生物の生息・生育・繁殖環境にとっても重要で

あること、土地の貯留機能を保全することから区域内の水害リスクやごみ等の流

入が残ること等について説明し、土地の所有者や利害関係人等の理解の促進に努

める。 
また、貯留機能保全区域における堆積ゴミ等の対策については、河川協力団体

等地域との連携を検討する。 
  

図 11-2 都市浸水想定と市街化編入抑制区域の重ね合わせ（田原本町周辺） 

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：市街化編入抑制区域
：行政界



48 

 

  浸水被害防止区域の指定の方針 

浸水被害防止区域は、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれがある

土地において、開発規制・建築規制を措置することで高齢者等の要配慮者をはじ

めとする住民等の生命・身体を保護するために指定する。 
浸水被害防止区域の指定にあたっては、都市浸水想定を踏まえ、ハード整備後、

水害リスクマップ（浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく示した地図）等も

参考として、現地の地盤の起伏や「大和川流域における総合治水の推進に関する

条例」で指定している市街化編入抑制区域、土地利用形態等を考慮した上で、奈

良県知事が市町村長からの意見聴取等を実施し、関係者の意向を十分踏まえて指

定するものとし、先行して川西町や田原本町などで区域の指定の検討を行う。 
  

図 11-3 都市浸水想定と市街化編入抑制区域の重ね合わせ（川西町周辺） 

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：市街化編入抑制区域
：行政界
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図 11-4 都市浸水想定と市街化編入抑制区域（全体図） 

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：市街化編入抑制区域
：特定都市河川流域
：行政界
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第12章  浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関

する事項 

  リスクコミュニケーションの充実 

流域のあらゆる関係者によるリスクコミュニケーションの充実を図ることを

念頭に、減災対策協議会等による関係機関との連携強化や市町村等とのホットラ

インによる河川情報の共有、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は被害

の最小化を図るため、洪水ハザードマップや内水ハザードマップの作成・周知、

住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進、小中学校や地域を対象とした

水災害教育の実施、災害時における関係機関及び住民との避難行動の判断に必要

な河川水位に関する迅速な情報提供・収集に向けた取組等について推進する。 
また、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、実施義務化されている

避難訓練の徹底を図るとともに、助言・勧告制度を活用し避難確保の実効性を高

める。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12-1 ホットラインによる河川情報の共有

図 12-2 要配慮者利用施設の避難計画作成 

図 12-3 防災教育
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  大規模氾濫に関する減災対策 

平成 27 年に発生した関東・東北豪雨災害を契機に水防災意識社会を再構築す

ることを目的に平成 28 年 4 月に、「大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協

議会」を設立し、平成 28 年 10 月に、大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取

組方針を策定した。 
また、緊急行動計画（平成 29 年 6 月策定、平成 31 年 1 月改定）に基づく取組

方針に加え、以下の取組を流域で実施することで地域の安全性をソフト面から向

上させていく。 
 

表 12-1 大和川上流部大規模氾濫域の減災にかかる取組方針 

目標 
水位上昇が特に早い大和川上流部の特性を踏まえ、大規模水害に対して、「迅速、的確

かつ主体的な避難」と、「確実な水防対応」ができる地域社会を目指す。 
取組方針 
（避難） 急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動のため

の取組（表 12-2） 
（防ぐ） 一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取組（表 12-3） 
（回復） 氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取組（表 12-4） 
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表 12-2 急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動ための取組 

県～市町村間のホット

ラインの整備に関する

事項 

ホットライン構築による県・市町村の連絡体制強化、住民への情報提

供の確実な実施 

避難指示等の発令に着

目したタイムラインの

作成・更新・活用に関す

る事項 

避難指示等の発令基準の設定 

避難指示等の発令基準の周知（HP での公開等） 

水位周知河川以外における発令基準検討 

避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 

タイムラインの作成・更新支援 

タイムラインに基づく訓練の実施 

多機関連携型タイムラインの拡充 

洪水ハザードマップの

作成・周知・活用等に

関する事項 

中小河川等を含めて想定最大規模降雨を対象とした浸水想定区域図

の作成・公表・周知 

ダム操作に関わる情報提供や住民周知のあり方の検討 

水害ハザードマップへの避難所等の施設情報の反映 

中小河川等を含めて想定最大規模降雨を対象とした水害ハザードマ

ップの作成・公表・周知 

広域避難に向けた調整及び検討 

広域避難を考慮した洪水ハザードマップへの更新・周知 

水害ハザードマップ等の水害リスク情報のWebサイトでの情報発信や

オープンデータ化 

まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活

用） 

避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知 

住民一人一人の避難行動計画（マイ・タイムライン）の作成促進、

地域ごとの避難情報マップの作成促進 

高齢者等の避難の実効

性の確保に関する事項 

避難行動要支援者の個別避難計画の作成 

要配慮者利用施設の避難確保計画作成促進および避難訓練の実施促

進 

防災教育や防災知識の

普及に関する事項 

小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施 

水災害意識啓発の広報（出前講座の実施を含む） 

住民参加型の避難訓練の実施の促進 

地域コミュニティ形成の強化 

避難行動のためのリア

ルタイム情報発信等に

関する事項 

同報系防災行政無線等の整備 

避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供（必要箇所の拡

大、大和川水位情報提供サイトのリンク貼付等） 

メール情報配信システムの構築、利用登録促進 

スマートフォン等を活用したリアルタイムの情報提供ならびにプッ

シュ型情報発信のための整備 

洪水予報文の改良と運用 

リアルタイム情報の沿川住民への提供等 

危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 

洪水予測や河川水位の状況に関する解説 

防災施設の機能に関する情報提供の充実 

土砂災害警戒情報を補足する情報の提供 

簡易水位計、量水標、CCTV カメラの設置・検討・整備 

レーダ雨量計等の代替手段の利用（情報提供場所の理解促進） 

ダム放流警報設備等の耐水化や改良 

浸水や停電により観測・監視できなくなる水位観測所への対策 
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表 12-3 一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取組 

水防活動の強化に関する事

項 

水防団(消防団含む)との情報伝達訓練の実施 

水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定の促進 

水防団の出動基準の最適化 

関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理

含む） 

想定最大規模降雨による浸水時においても災害対応を継続する

ための庁舎等施設の改修検討（自家発電装置等の耐水化など） 

水防活動支援のための情報

公開、情報共有に関する事

項 

重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施 

防災気象情報の改善に関す

る事項 

メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ 

等）・利活用の促進 

警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示） 

危機管理型ハード対策に関

する事項 

堤防天端の保護 

裏法尻の補強 

 
表 12-4 氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取組 

排水活動及び施設運用の強

化に関する取組事項 

大規模水害を想定した既存排水施設等の活用方法及び排水ポン

プ車の設置箇所等、排水に関する検討 

排水に関する訓練の実施 

排水設備の耐水化の強化 

大規模工場等への水害リスクの説明と水害対策等の啓発活動 

企業の事業継続・早期復旧

に関する取組事項 

浸水想定区域図や水害リスクマップを活用した事業継続計画等

の検討 

浸水被害軽減に向けた土地

利用規制等に関する事項 

水害リスクマップ等を活用した浸水被害軽減地区になり得る候

補地の抽出及び指定の検討 

水害リスクを踏まえたまちづくり、住まいづくりの促進 

 

  洪水時及び発災時の情報収集・伝達 

河川管理者は、水防管理者（市町村長）・消防署・警察署・流域住民に対して、

洪水被害発生時における住民の適切な避難判断、行動を支援するために、洪水に

係わる正確な情報をいち早く提供する。 
なお、流域住民への情報提供に際しては、放送メディアやインターネット等の

様々な媒体を活用し、映像や図等の多様な手法で分かりやすい情報の伝達に努め

るとともに、携帯電話等へのメール配信により、大雨、洪水などの防災情報を提

供する。 
また、近年多発している局地的な大雨に対しては、国土交通省の川の防災情報

を活用するなど面的な降雨情報の提供に努める。 
ダム管理者は、ダムからの放流量等の情報をダムの操作規則等に基づき関係機

関へ通知する。ダムの事前放流については河川管理者とダム管理者との間の情報

網を整備し、適切な情報伝達を図る。 
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第13章  その他浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項 

 既存ダムの洪水調節機能強化 

近年の水害の激甚化・頻発化等を踏まえ、令和 2 年 5 月 29 日に大和川水系の

河川管理者、ダム管理者、関係利水者による大和川水系治水協定を締結し、既存

ダム（狭山池ダム、天理ダム、初瀬ダム、白川ダム、岩井川ダム、大門ダム、滝

畑ダム）の事前放流の実施体制を整えた。更に、令和 3 年 9 月 30 日には、大和

川水系の河川管理者、ダム管理者、ダム利水者等の 13 機関を構成員とする「大和

川水系ダム洪水調節機能協議会」を設置し、事前放流の取組をより推進する体制

を構築した。 

既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、関係行政機関（河

川管理者、ダム管理者）の緊密な連携のもと、洪水調節容量を使用する洪水調節

に加え、事前放流により洪水時に活用可能な容量を利水容量から確保し、ダム下

流の浸水被害軽減に努める。 
 

 
 

 計画対象降雨以外のあらゆる降雨への対応 

計画対象降雨以外の想定し得るあらゆる洪水が発生することも可能な限り想

定し、地形条件等により水位が上昇しやすい区間や氾濫した場合に特に被害が大

きい区間等における氾濫の被害をできるだけ抑制する対策等を検討する。その際、

各地域及び流域全体の被害軽減、並びに地域の早期復旧・復興に資するよう、必

要に応じ関係機関との連絡調整を図る。 

図 13 既存ダム位置図
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さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減らすために、流域内の土地利用や雨水貯留

等の状況の変化、利水ダムの事前放流の実施状況等の把握及び治水効果の定量的・

定性的な評価を関係機関と協力して進め、これらを流域の関係者と共有し、より

多くの関係者の参画及び効果的な対策の促進に努める。 
 

 

 流域水害対策計画の計画管理 

河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は、あらゆる関係者と連携し、事

業の進捗状況及び流域の変化について、多面的な視点から定期的にモニタリング

を実施し、大和川流域水害対策協議会に報告するとともに、浸水被害対策による

効果等を適切に評価する。なお、計画管理項目は以下に示すとおりである。 
これに加え、流域における浸水被害の発生状況も踏まえ、浸水被害の防止又は

軽減のため、必要に応じて、地域住民や民間事業者、学識経験者などの意見を聞

き、計画の効果的な実施・運用に向けた改善を図るとともに、流域水害対策計画

の見直しを行う。 
 

【計画管理項目】 
①事業の進捗状況 
 河川事業及び下水道事業の整備 
②流域内の開発状況 
各市町村における流域内の開発箇所及び面積 

③雨水貯留浸透施設等の整備状況 
・河川管理者、下水道管理者、地方公共団体及び民間事業者等が設置した雨水貯

留浸透施設の位置及び容量等 
・雨水浸透阻害行為に該当する 1,000m 以上の対策工事で設置された防災調整池

の位置及び容量等 
・ため池を治水利用した場合の位置及び容量等 
・水田貯留を実施した水田の位置及び容量等 




